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定期報告書（概要版） 

令和 6 年 6 月 21 日  

経済産業大臣  殿  

住 所 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1 
法 人 名 アマゾンジャパン合同会社  
法 人 番 号 3040001028447 
代表者の氏名  ジャスパー・チャン  

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律（以下「法」と
いう。）第９条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。  

１  デジタルプラットフォームの名称  

Amazon 出品サービス  

２  デジタルプラットフォーム提供者及びその代表者の氏名  

提供者：アマゾンジャパン合同会社  

代表者氏名：ジャスパー・チャン  

３  デジタルプラットフォーム提供者の主たる事業所の所在地

東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1 
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１．  特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項  

（１）特定デジタルプラットフォームの事業の概要  

①  Amazon のミッション  

Amazon は、「地球上で最もお客様を大切にする企業になること」をミッション
として掲げており、このミッションを実現するために、お求めやすい価格、豊富
な品揃え、利便性の高いサービスの提供に努めています。  

Amazon は、2000 年に日本や海外の書籍を販売するショッピングサイトとし
て日本で Amazon.co. jp を開設しました。2002 年には、Amazon.co . jp にお
け る 品 揃 え の 拡 充 や 、 よ り お 求 め や す い 価 格 で の 購 入 機 会 の 拡 大 を 目 指 し 、
Amazon 出 品 サ ー ビ ス を 立 ち 上 げ 、 販 売 事 業 者 （ 商 品 等 提 供 利 用 者 ） 様 も
Amazon.co . jp を利用して商品を販売していただくことが可能になりました。
Amazon 出品サービスは、その立上げ以来順調に成長しており、直近数年間に
おいて、全世界における販売事業者様による流通取引総額は、Amazon による
直販事業の流通取引総額を上回っています。  

冒頭のミッションにおける「お客様」という言葉には、消費者だけではなく、販
売事業者様も含まれています。Amazon は、販売事業者様との間で長期的な信頼
関係を構築し維持することが Amazon と販売事業者様双方の成功にとって不可
欠であり、また、販売事業者様の長期的な成功は、Amazon の事業の根幹をなす
ものであると考えています。この考え方の下、Amazon では、販売事業者様の事
業の成長を支援する様々な施策に、継続的かつ多大な投資を行ってきました。  

②  安心なお取引環境の整備  

Amazon は、お客様（以下、一般利用者を指して「お客様」といいます）や販
売事業者 様と長期 的な 信頼関係 を構築す るに は、お客 様にも販 売事 業者様にも
安心してお 取引を行 っ ていただけ る環境を 整 備すること が重要と 考 えています。
この考え方に基づき、Amazon では、明確に不正行為を禁止する規約を定めて
おり、違 反する行 為が 確認され た場合は 、厳 正に対処 していま す。 不正行為 の
取締りに ついては 、世 界中に配 備された 専門 チームが 、最先端 技術 を用いた ツ
ールなど を活用し 、対 応してい ます。こ の専 門チーム では、例 えば 、販売事 業
者様の本人確認や、 1 日数十億件以上に上る 商品詳細ページに加え られた変更
に不審な点がないかといった調査を行っています。また、Amazon は、製造事
業者様等 のブラン ドや 知的財産 権を守り 、こ れらを侵 害する詐 欺や 不正行為 等
を 防 止 す る た め 、 「 Amazon ブ ラ ン ド 登 録 」 「 Transparency 」 「 Pro ject 
Zero」「 IP アクセラレーター」などといった様々なプログラムやツールを開発
し、製造 事業者様 等に 提供して います。 この ような詐 欺や不正 行為 を防止す る
施策のため、2023 年においては、全世界で年間 12 億ドルを投資し、15,000 人
以上を雇用しています。  
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③  販売事業者様に向けたサービスやツールの拡充  

Amazon では、販売事業者様の事業の成長をサポートするため、販売事業者様向
けのサービスの拡充・改善に日々取り組んでいます。例えば、2008 年から、販
売事業者様の在庫の保管や発送、カスタマーサービス業務を代行する「フルフィ
ルメント  by  Amazon（FBA）」の提供を日本で開始し、その後も物流拠点の拡
大やサービスの向上を継続的に推進しています。現在、日本国内では、25 か所
以上のフルフィルメントセンターと、50 か所以上のデリバリーステーションを
有する配送網を整備しています。また、FBA を利用されず、自社で在庫を保管・
発送される販売事業者様の配送コストの削減等を支援するため、主要な配送業者
様と連携し特別運賃にて配送を手配できる「マーケットプレイス配送サービス」
というサービスを提供するなどの施策も行っています。2023 年においては、販
売事業者様をさらに支援すべく、同サービスに関連して特別プロモーションを提
供したり、他社アプリとの提携によりアプリ上で同サービスによる出荷の管理を
行えるようにしたりするなど、サービスや利便性の向上を推進しています。  

また、Amazon では、Amazon 出品サービスの分かりやすさや透明性の観点か
らも、販売事業者様向けの機能・ツールなどの開発や改善を継続的に実施してい
ます。例えば、現行の電子メールやセラーセントラルでの販売事業者様宛の通知
に加 え 、2023 年 には 、販 売 事 業者 様 によ る 速や か な ご対 応 を促 す ため 、LINE
でもアカウント停止に関する販売事業者様宛の通知を開始しました。  

④  お客様からの信頼の維持と販売事業者様への支援の両立  

正当な販売活動を行う販売事業者様の商品が継続して販売されること、そして販
売事業者様が、お客様に対して質の高いサービスを提供し、お客様の信頼を獲得
し維持できることは、販売事業者様にとっても、またお客様にとっても、極めて
重要なことであると Amazon は考えています。そのため、Amazon は、不正行
為の取締りを積極的に行う一方で、販売事業者様が健全な販売活動を維持できる
よう、日々業務の改善に取り組んでいます。例えば、2023 年には、販売事業者
様に対する支援の取組の一環として、「アカウント健全性評価」をリニューアル
しました。このリニューアルにより、販売事業者様は、0 から 1,000 までの色分
けされた数値（スコア）により、Amazon の一定の規約等を遵守していないこと
を理由としたアカウントの停止を含め、ご自身の規約等の遵守状況をリアルタイ
ムでより分かりやすくご確認いただけるようになりました。販売事業者様は、こ
れにより出品停止等の措置の可能性やポリシー違反にさらに積極的に対処し、出
品停止等の措置を回避するために迅速に対応することができます。なお、販売事
業者様には、「アカウント健全性評価プログラムポリシー」や関連ヘルプページ
において、スコアの読み方及び改善方法に関する詳細な説明も併せて提供してい
ます。さらに、Amazon では、規約違反等に対する措置に至る前に、販売事業者
様ご自身で課題を解決いただく機会を提供することを目的として、アカウントの
健全性の維持をサポートする専任のチームが販売事業者様に電話をかけ、改善方
法等についてサポートしています。また、販売事業者様がサポート窓口へのご連
絡やその後のやりとりをスムーズに行えるよう、日々改善を進めています。  
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（２）特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値  

①  法第４条第１項の事業の規模を示す指標に係る数値として十分に合理的なもの  

2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までの期間（以下「前年度」といいま
す）の Amazon.co . jp における流通取引総額の合計  

抜粋版では非公開とさせて頂きます。  

＜数値の取得方法に係る説明＞  

上記金額は、前年度における Amazon.co . jp における弊社による直販と、販売事
業者様による販売の流通取引総額を合計したものです。流通取引総額は、商品価
格に販売数量を乗じた金額に、お客様から支払われた配送料やギフトラッピング
料等を加え、返金額と販促のための値引き等を除いて算出しています。  

②  国内の商品等提供利用者の数  

前年度の国内の販売事業者様のアカウント数  

抜粋版では非公開とさせて頂きます。  

＜数値の取得方法に係る説明＞  

上記アカウント数は、前年度において Amazon.co. jp で 1 円以上の売上があった
販売事業者様のアカウントの数です。  

③  その他特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値  

報告事項はありません。  
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２．  特定デジタルプラットフォームについての苦情の処理及び紛争の解決
に関する事項  

（１）商品等提供利用者からの苦情及び紛争の件数  

①  苦情について  

前年度：  69 ,107 件  

これは、同期間における販売事業者様からの全てのお問合せ（苦情を含みますが、
これに限られません）件数の 2.5%程度に相当します。  

＜数値の取得方法に係る説明＞  

弊社では、販売事業者様からのお問合せ対応の関連部署として、テクニカルサポ
ートという専門部署（以下「テクニカルサポート」といいます）を設けています。
テクニカルサポートは、Amazon の規約や法令に違反した不正行為者に対する出
品停止等の措置を担当する部署とは別の部署として、販売事業者様の声を伺い、
販売事業者様からお寄せいただいた課題を解決し、業務の改善につなげる目的で
設けられています。  

また、販売事業者様は、措置（例えば、規約違反による出品停止、アカウント停
止、売上金の留保等を指し、以下、これらを総称して「出品停止等の措置」とい
います）の対象となった場合には、当該措置の担当部署に直接問い合わせて、当
該措置について質問をしたり、特定の問題についての解決方法について相談した
りすることができます。  

上記の苦情件数には、テクニカルサポートへの問合せ又は措置の担当部署への問
合せのいずれかのルートを通じて、弊社のサービスやお問合せ対応、規約変更、
出品停止等の措置などに関し不満や苦情を申し出られた場合が含まれます。なお、
Amazon では、販売事業者様から特定の問題についての連絡を最初に受領してか
ら連絡が終結するまでの一連のやりとりを 1 つの「ケース」として計上しており
（以下、一連のやりとりを「ケース」といいます）、終結するまでの間に複数の
やりとりが行われた場合でも、1 件として計上しています。  

②  紛争について  

前年度：９件  

＜数値の取得方法に係る説明＞  

紛争の 件数に は、 販売 事業者 様が、 (a)弊 社を 相手方 として 、訴 訟、 仲裁、 調停
その他の 法的 な紛争 解 決手続を 提起 ・申立 て られた場 合、 (b) 弊社の 決定又は 措
置に対する異議を書面により郵送で送られた場合が含まれます。  

（２）苦情及び紛争の主な類型  

①  苦情について  

前年度における苦情の主な類型は次のとおりです。  



6 

商品の表示や出品関係（67%）  
注文・梱包・配送関係（16%）  
アカウントの登録・ログイン・設定関係（8%）  
広告・付加的サービス関係（2%）  

②  紛争について  

前年度における紛争の主な類型は次のとおりです。  

売上金の支払い関係（6 件）  
FBA 在庫返還関係（2 件）  

なお、上記件数は累計数です。すなわち、1 つの紛争において売上金の支払いと
FBA 在庫返還関係の双方が争点となった場合、売上金の支払いに関する紛争 1 件
と FBA 在庫返還関係に関する紛争 1 件としてそれぞれカウントしています。  

（３）苦情及び紛争の処理期間の平均期間 

①  苦情について  

前年度において、苦情の処理に要した期間は、平均で 14.46 日でした。全ての苦
情のうち、約  37 .5%を 24 時間以内に、約 48.9%を 3 日以内に解決しています。  

＜数値の取得方法に係る説明＞  

処理期間は、販売事業者様から最初に連絡を受領した時点から、やりとりが終了
するまでの期間をいい、前年度に解決に至ったケースを対象として算出した期間
です。なお、当該期間には、弊社による回答に対して販売事業者様が返答される
までの期間も含まれているため、その期間の長短によっても、処理期間が変わる
こととなります。  

②  紛争について  

前年度において、書面による異議の処理に要した期間は、平均で約 40 日でした。  

＜数値の取得方法に係る説明＞  

書面による異議の処理に要した期間は、販売事業者様から郵送で書面による異議
を最初に受領した時点から、やりとりが終了するまでの期間をいい、前年度に解
決に至ったものを対象として算出した期間です。なお、当該期間には、弊社によ
る回答に対して販売事業者様が返答されるまでの期間も含まれているため、その
期間の長短によっても、処理期間が変わることとなります。  

ま た 、 裁 判 所 そ の 他 の 法 的 な 紛 争 解 決 機 関 に 対 す る 申 立 て の 類 型 の 紛 争 （ 上 記
2.(1)② (a)(5 頁 )の場合）については、その審理スケジュールによって処理期間
が大きく変わるため、紛争の平均処理期間の算出に当たり除外しています。  
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（４）苦情及び紛争の結果の概要  

①  苦情の対応について  

前述のとおり、販売事業者様からの全てのお問合せ件数のうち、苦情の件数が占
め る 割 合 は 、 前 年 度 で 2.5% 程 度 に 相 当 し ま す 。 こ れ ら 苦 情 の 件 数 の う ち 、 約
48%がテクニカルサポートに対して、約 52%が出品停止等の措置を担当する部署
に対して寄せられたものです。  

テクニカルサポートに寄せられた苦情のうち約 85%は、販売事業者様にご満足い
ただける形で解決されています。出品停止等の措置を担当する部署に対して寄せ
られた苦情については、再調査により、約 69%のアカウント又は出品に対する措
置について、弊社の判断を維持しています。その他のケースの大半は、販売事業
者様からの申立て内容を検討した結果、出品停止等の措置を解消したものです。  

②  紛争について  

前年度に提起・申立てられた紛争解決手続は、2 件とも裁判所において係争中で
す。前年度に提出された書面による異議については、前年度に解決されたものの
うち約 43%は弊社の判断を維持する形で解決しています。  

（５）その他苦情の処理及び紛争の解決に関する事項  

報告事項はありません。   
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３．  法第５条第１項から第４項までの規定に基づく開示の状況に関する事項 

（１）利用者に開示した提供条件の内容  

販売事業者様向けの提供条件は、販売事業者としてのアカウント作成前でも閲覧可
能なセラーセントラルの「規約、ガイドライン」 1 において開示しています。  

お客様向けの提供条件は、Amazon.co . jp 上の「利用規約」 2 において開示されて
おり、Amazon.co . jp での商品の購入前でも閲覧することができます。  

（２）法第５条第３項及び第４項の規定に基づき開示された事項その他同条第１項
から第４項までの規定に基づく開示の状況に関する事項  

①  法第 5 条第 3 項第 1 号に基づく開示  

該当ありません。  

②  法第 5 条第 3 項第 2 号に基づく開示  

開示例として、別紙 1（法令違反の商品等の販売を禁止する制限対象商品の規約
に基づく、出品停止に関する通知文の例）をご覧ください。  

③  法第 5 条第 3 項第 3 号に基づく開示  

開示例として、別紙 2（法令違反の商品等の販売を禁止する制限対象商品の規約
に基づく、アカウント停止に関する通知文の例）及び別紙 3（偽造品及びブラン
ド保護の規約に基づく、アカウント停止に関する通知文の例）をご覧ください。  

④  法第 5 条第 4 項第 1 号に基づく開示  

開示例として、別紙 4（返品期間の延長に関する通知）及び別紙 5（制限対象商
品に関するポリシーの改定に関する通知）をご覧ください。  

⑤  法第 5 条第 4 項第 2 号に基づく開示  

開示例として、別紙 2（法令違反の商品等の販売を禁止する制限対象商品の規約
に基づく、アカウント停止に関する通知文の例）及び別紙 3（偽造品及びブラン
ド保護の規約に基づく、アカウント停止に関する通知文の例）をご覧ください。   

 
1  h t t p s : / / s e l l e r c e n t r a l . a m a z o n . c o . j p / g p / h e l p / e x t e r n a l / h e l p -
p a g e . h t m l ? i t e m I D = S N V 3 6 5 7 R 9 4 Y P 9 D Z   
2  

h t t p s : / / w w w . a m a z o n . c o . j p / g p / h e l p / c u s t o m e r / d i s p l a y . h t m l ? n o d e I d = G F Y C L D Q P
M C A 6 Q N G R  
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４．  法第７条第１項の規定に基づき講じた措置に関する事項  

（１）特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係
における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針（令和３
年経済産業省告示第 16 号。以下「告示」という。）２．１に示された方向
性を実現するために講じた措置の具体的な内容及び当該措置が当該方向性を
実現する上で適切かつ有効なものと考える理由  

①  告示２．１．１①に関する事項  

<実施している措置>  

弊社では、販売事業者様に対して提供条件の変更等を行う前に、提供条件の変更
等を適切に評価し、販売事業者様の利益に配慮した適切な対応を行うため、以下
の措置を実施しています。  

(ａ)  公正性の向上のための規約の継続的な見直し  

弊社では、販売事業者様に適用される規約（Amazon での販売及び FBA そ
の他サービスの提供に関して適用される標準的な契約である Amazon サー
ビス ビ ジ ネス ソ リ ュー ショ ン 契 約、 並 び にそ の他 の 提 供条 件 を 含む ）が 公
正で あ る こと を 担 保し 、お 客 様 、販 売 事 業者 様、 知 的 財産 権 者 その 他の 関
係者 の 利 益を 適 切 に調 整す る こ とを 目 指 して 継続 的 に それ ら の 規約 の評 価
を行 っ て おり 、 改 善の 余地 が あ ると 判 断 した 場合 、 規 約の 改 定 を行 って い
ます。  

(ｂ)  規約の変更目的及び販売事業者様に対する影響の十分な精査  

規約 を 変更 す るに あ た って は 、変 更 理由 や 目 的（ 例 えば 、 法律 上 の 必要 性 、
詐欺 行 為 の防 止 、 安全 性確 保 、 販売 事 業 者様 の利 便 性 向上 ） を 慎重 に精 査
する プ ロ セス を 設 けて いま す 。 また 、 変 更に より 販 売 事業 者 様 に生 じ得 る
経済 的 及 び事 業 運 営上 の負 担 も 精査 し て おり 、規 約 の 変更 に よ って 販売 事
業者 様 に 不利 益 が 生じ る場 合 は 、サ ポ ー トの 提供 等 、 その 影 響 を軽 減す る
方策 を 検 討し て い ます 。さ ら に 、販 売 事 業者 様に 重 大 な影 響 を 及ぼ す変 更
につ い て は、 日 本 の法 務部 が 適 用法 令 に 準拠 して い る こと を 確 認し てい ま
す。  

前年 度 に おい て 、 提供 条件 の 変 更等 に あ たり 、販 売 事 業者 様 に 対す る潜 在
的影響について事前評価を行った例は、以下のとおりです。  

  昨年、弊社では、2023 年 11 月 1 日から 12 月 31 日の間に購入された
「フルフィルメント  by  Amazon（FBA）」商品及び弊社直販商品につ
いて、通常商品の到着から 30 日以内としている返品可能な期間を、販
売事業者様に事前通知を行ったうえで 2024 年 1 月 31 日まで延長しま
した。この一時的な変更を行うにあたり、弊社では、日本で過去 2 年間
に実施した同プログラムや、米国など他の地域で実施した同様のプログ
ラムを踏まえて、販売事業者様に対するプラスとマイナスの潜在的影響
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について、分析しました。例えば、プラスの影響としては、この一時的
な返品期間の延長により、お客様により良い購入体験を提供し、年末年
始の商戦期の集客を強化することで、販売事業者様の事業成長をサポー
トすることが挙げられる一方、返品期間を延長したことによる返品率の
増加といったマイナスの影響は見られませんでした。弊社は、販売事業
者様に対する事前通知において、このような分析結果についても説明し
ています（別紙 4 をご覧ください）。なお、販売事業者様がご自身で出
荷する商品については、返品期間の延長を行うかどうかは販売事業者様
の任意となっています。  

(ｃ)  今後の変更に対する販売事業者様のご理解及びご対応への支援  

規約 を 変 更す る 際 は、 販売 事 業 者様 に 変 更理 由や 内 容 をご 理 解 いた だき 、
変更 に 対応 し てい た だ ける よ うに す るこ と を 意識 し た計 画 を作 成 し た上 で 、
販売 事 業 者様 と の コミ ュニ ケ ー ショ ン を 行っ てい ま す 。具 体 的 な取 組の 一
例としては以下のとおりです。  

(ⅰ)  規約変更を見つけやすくするための措置  

弊社では、販売事業者様が、規約やヘルプページの変更についての情
報を容易に見つけることができるような仕組みを整備しています。弊
社が実施した取組には、以下のようなものがあります。  

  販売事業者様のアカウントトップページでのお知らせ  

セ ラ ー セ ン ト ラ ル の メ イ ン ペ ー ジ （ 販 売 事 業 者 様 の ア カ ウ ン
ト の ト ッ プ ペ ー ジ ） の 「 ニ ュ ー ス 」 セ ク シ ョ ン に お い て 、 今
後 予 定 さ れ て い る 規 約 変 更 に つ い て 変 更 理 由 や 内 容 を 販 売 事
業 者 様 向 け に 分 か り や す く 掲 載 し て お り 、 過 去 の 規 約 変 更 に
つ い て も 3 年 以 上 前 ま で さ か の ぼ っ て 変 更 の 内 容 を 確 認 す る
こ と が 可 能 で す 。  

(ⅱ)  電子メールによる事前通知  

弊社では、規約の変更予定について、上記のセラーセントラルのトッ
プページ上で販売事業者様にご案内するとともに、電子メールなどの
方法により販売事業者様にお知らせしています。事前通知は、適用法
令及び Amazon サービスビジネスソリューション契約に基づき、通常、
遅くとも変更の効力発生の 15 日前までに行っていますが、販売事業
者様への影響が大きい場合には、より長い予告期間を設けています。
例えば、経済状況の変化を踏まえて FBA の手数料を変更（増額や減
額等）する際には、通常 3 か月前に通知しています。  

(ⅲ)  規約をよりご理解いただくための具体例の掲載  

販売事業者様に弊社の規約をより良くご理解いただくため、必要に応
じて、出品や表示が禁止される商品等に関する具体例をヘルプページ
に掲載しています。また、弊社の規約は、法律に基づく禁止事項にも



11 

準拠しているため、規制当局から発表された最新情報に基づき、販売
事業者様に向けた補足情報を掲載することもあります。弊社が実施し
た取組には、以下のようなものがあります。  

  前 年 度 、 販 売 事 業 者 様 に 禁 止 ・ 制 限 事 項 に つ い て よ り 良 く ご
理 解 い た だ け る よ う 、 「 医 薬 部 外 品 及 び 化 粧 品 」 に 係 る 商 品
の 例 、 標 ぼ う 可 能 な 効 能 効 果 例 及 び 化 粧 品 に 使 用 可 能 な 成 分
に 関 す る 情 報 を ヘ ル プ ペ ー ジ に 追 加 し ま し た 。  

(ⅳ)  お問合せへの迅速かつ適切な対応のための教育  

弊社では、担当者が迅速かつ適切に販売事業者様からのお問合せに対
応できるよう、詳細な手順書を作成し、担当者を教育しています。例
えば、新しい規約や新しいツール・機能の導入、または現行ツール・
機能の更新を行う際は、社内で関連する手順書、想定問答集（FAQ）
を担当者に事前に提供し、適宜研修も行っています。  

販売事業者様からのお問合せに対して、担当者が迅速かつ適切に対応
ができるよう、前年度中に弊社が実施した取組には、以下のようなも
のがあります。  

  手順書の内容に関する最新のアップデート等の重要な情報を容易に
参照できるよう、社内で担当者向けのオンライン掲示板を整備しま
した。  

  販売事業者様が担当者の対応にご納得いただけなかったことが判明
したケースについては、当該担当者に適切な指導を行うとともに、
当該担当者による販売事業者様とのコミュニケーションを改善でき
るよう、コーチングやフィードバックの仕組みを立上げました。  

  販売事業者様からの当初のお問合せから 14 日を超えて継続してい
るケースについては、より経験豊富な担当者が精査し、問題解決の
ための最善策を特定するとともに、より速やかに問題の解決に導け
るようオペレーションチームと改善策を策定するプロジェクトを立
上げました。  

(ｄ)  販売事業者様からのフィードバックに基づく定期的な精査及び改善  

規約 の 変 更を 通 知 した 後は 、 販 売事 業 者 様か らお 寄 せ いた だ い たご 意見 、
ご質 問 、 苦情 等 （ 以下 「ご 意 見 等」 と い いま す） に 関 する 指 標 （お 問合 せ
件数 等 ） や、 実 際 のご 意見 等 の 例な ど を 丁寧 に確 認 し てい ま す 。販 売事 業
者様 の ご 意見 等 に 関す る指 標 は 、週 毎 な ど定 期的 に 精 査し 、 規 約の 変更 内
容や コ ミ ュニ ケ ー ショ ンの 方 法 に改 善 の 余地 がな い か 検討 を 行 い、 改善 の
ため の 具 体的 な ア クシ ョン や 担 当者 を 決 定し 、定 期 的 に進 捗 を 確認 しな が
ら、 改 善 を実 行 し てい ます 。 ま た、 こ の よう なプ ロ セ スで 頂 い たご 意見 等
も踏まえ、上記 4.(1)① (a)(9 頁)で述べた通り長期的にも規約の見直しを行
っています。  
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<上記措置が適切かつ有効と考える理由>  

弊社では、法の定めに従い、規約の変更がもたらす販売事業者様への影響を分析
しています。また、販売事業者様の反応を、関連する指標や実際に寄せられたご
意見等の例などを確認して定期的に精査し、必要に応じて適切な改善策を検討・
実施する仕組みを構築するなどのプロセスを導入しています。以上のことから、
上記措置は適切かつ有効であると認識しています。  

<令和 5 年度大臣評価において求められている事項への対応>  

(ａ)  提供条件等及びその変更の開示  

貴省が、令和 6 年 2 月 2 日に公表された「特定デジタルプラットフォーム
の透明性及び公正性についての評価」（以下「令和 5 年度大臣評価」とい
いま す ） にお い て は、 特定 デ ジ タル プ ラ ット フォ ー ム 提供 者 に 対し 、規 約
変更 及 び 変更 理 由 をわ かり や す くか つ 十 分な 準備 期 間 をも っ て 開示 すべ く
引き続き努力することが求められているものと理解しています（令和 5 年
度大臣評価 13 頁）。上記 4.(1)①(c)(10 頁 )のとおり、弊社では、販売事
業者 様 の アカ ウ ン トの トッ プ ペ ージ （ セ ラー セン ト ラ ルの メ イ ンペ ージ ）
及び 電 子 メー ル 等 の他 の方 法 を 通じ て 、 規約 の変 更 予 定や そ の 内容 等を 販
売事業者様に事前にお知らせしています。  

さらに、令和 5 年度大臣評価では、特定デジタルプラットフォーム提供者
は、 提 供 条件 等 の 変更 にあ た り 、例 え ば 販売 事業 者 様 から の ご 意見 等の 聴
取及 び 検 討や そ れ に関 する 販 売 事業 者 様 への フィ ー ド バッ ク な ど、 販売 事
業者 様 と の対 話 プ ロセ スを よ り 実効 性 あ るも のに す る こと が 求 めら れて い
ます（令和 5 年度大臣評価 13 頁）。上記 4.(1)①(d)(11 頁 )のとおり、弊
社は 、 提 供条 件 等 の変 更に 関 し 、販 売 事 業者 様か ら の ご意 見 等 も踏 まえ て
定期的な精査及び改善を行っています。  

(ｂ)  返品及び返金  

令和 5 年度大臣評価において、弊社は、令和 4 年 12 月 22 日付大臣評価
（以下「令和 4 年度大臣評価」といいます）において指摘された返品及び
返 金 に 関 す る 事 項 に つ い て 更 な る 対 応 及 び 説 明 （ す な わ ち 、 返 品 条 件
（FBA 商品にのみ一時的に適用されているキャンペーンを含む）が、予め
販売 事 業 者様 に 与 える 影響 等 も 考慮 し て 適切 に設 定 さ れて い る こと に関 す
る説明等）を行うよう求められています（令和 5 年度大臣評価 42 頁）。上
記の 返 品 期間 の 延 長に 関す る ケ ース の と おり 、弊 社 で は、 提 供 条件 等の 変
更に あ た り、 販 売 事業 者様 に 対 する プ ラ スと マイ ナ ス の潜 在 的 影響 を分 析
し、分析結果について、販売事業者様に対して説明しています。  

販売事業者様にとって規約やヘルプページがより分かりやすいものとなるよう、
また、その変更にあたっては販売事業者様への影響にも配慮し、販売事業者様が
適切に対応できるよう、引き続き改善に尽力して参ります。  
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②  告示２．１．１②に関する事項  

<実施している措置>  

弊社では、販売事業者様に対して、一貫性・公平性のある判断がなされる適切な
仕組みを構築するため、以下のような対応を行っています。  

(ａ)  規約に対する理解向上の支援  

上記１ . (１ )① (2 頁 )で ご紹介した「地球上で 最もお客様を大切にす る企業
になること」という Amazon のミッションを達成すべく、弊社では、販売
事業者様に Amazon.co . jp 上で簡単に商品を販売していただき、遵守すべ
き規 約 を 容易 に ご 理解 いた だ け るよ う 、 様々 な方 法 を 提供 し て いま す。 そ
の具 体 例 とし て は 、以 下の と お り、 ① セ ラー セン ト ラ ル、 ② セ ルフ ラー ニ
ング の ツ ール 、 ③ 各種 イベ ン ト やセ ミ ナ ー及 び④ そ の 他の 取 組 （ニ ュー ス
レター、専用アプリ等）があります。  

(ⅰ)  セラーセントラルへの必要な情報の集約  

販売事業者様は、セラーセントラルにおいて、遵守すべき全ての規約
をいつでも閲覧することができます。さらに、セラーセントラルでは、
販売事業者様が規約への理解を深め、弊社のサービスを有効活用し、
事業を成長させるための情報を掲載した数多くのヘルプページを設け
ています。これらの規約やヘルプページについては、販売事業者様が
知りたい内容がどこに掲載されているか直感的に分かるよう、セラー
セントラル上で整理され、また、検索しやすいようになっています。  

さらに、弊社では、以下のような改善に取り組んでいます。  

  必要な情報をより見つけやすくするための改善（「出品・販売に関
する重要な規約・ポリシー一覧」の導入）  

2023年8月に、弊社では、販売事業者様向けに新たに「出品・販売
に関する重要な規約・ポリシー一覧」と題するページを作成し、公
開しました 3 。このページは、販売事業者様にとって特に重要な規
約・ポリシー（返品及び返金に関する弊社の規約の概要を含みます）
をより見つけやすく、かつ、分かりやすくするために作成したもの
で、重要な規約・ポリシーの要約のほか、規約の本文及び規約に関
するより詳細なヘルプページへの各リンクも掲載されています。弊
社では、販売事業者様による本ページへのアクセスもモニタリング
しており、重要な規約が販売事業者様により見つけやすくなるよう、
引き続き改善に努めて参ります。  

 
3  

h t t p s : / / s e l l e r c e n t r a l . a m a z o n . c o . j p / h e l p / h u b / r e f e r e n c e / e x t e r n a l / G X L M T R 3 W 5 W
W T C 7 Q H   
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  販売事業者様のご意見等に基づく改良  

弊社では、ヘルプページに対する販売事業者様のご意見等を継続的
にモニタリングしており、その結果に基づき、ヘルプページの記載
等の改善に日々努めています。  

  販売事業者様の規約に対する満足度を向上させる専門チームの発足  

弊社では、規約に対する販売事業者様のご意見等を理解・評価し、
もって販売事業者様の満足度を向上させることを目的とした専門チ
ームを設けています。同チームでは、販売事業者様の満足度をモニ
タリングしており、その結果を基に、規約内容の改善などを実施し
ているほか、販売事業者様に対して規約に関する追加のガイダンス
を提供しています。  

(ⅱ)  セルフラーニングツール（Amazon 出品大学等）  

弊社では、販売事業者様が、ご自身のご都合に合わせてご自身にて規
約や機能・ツールへの理解を深めていただけるよう、販売事業者様向
け に セ ル フ ラ ー ニ ン グ の ツ ー ル を 提 供 し て い ま す 。 例 え ば 、
「Amazon 出品大学」というプログラムを設け、規約の理解やツール
の使用方法の習得、事業の成長などを目的とした様々なトレーニング
の動画等を提供しています。Amazon 出品大学では、約 600 のコンテ
ンツを提供しており、これらのコンテンツは、2023 年には 100 万回
以上閲覧されています。  

(ⅲ)  販売事業者様がご意見等を伝えることのできるイベント及びセミナー  

弊社では、販売事業者様にご参加いただき、ご意見等を寄せていただ
ける、様々なイベントやセミナー等をオンラインや対面で提供してい
ます。2023 年には、このようなセミナーを 240 回以上開講しており、
延べ 21,000 以上の販売事業者様がオンラインや対面で参加されまし
た。これらのイベントでは、販売事業者様がより一層の成功を収めら
れるよう、販売事業者様に役立つ情報を提供しています。また、これ
らのイベントのテーマや内容についても、販売事業者様のご意見等に
耳を傾けながら検討し、その後のイベントに反映することによって、
販売事業者様のニーズを満たすよう努めています。その結果として、
このようなイベントは、ご参加いただいた多くの販売事業者様からご
好評をいただいています。  

(ⅳ)  ニュースレター及びアプリでの販売事業者様への告知  

そのほかにも、ニュースレター、専用アプリ（PC 版及びモバイル版）
などを通じて、新たな法規制や規約の変更を通知するとともに、販売
事業者様の Amazon での販売体験をより良いものにするためのアドバ
イス等を提供する取組を日々拡大しています。  
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(ｂ)  販売事業者様による弊社規約の遵守に対する支援  

弊社 で は 、出 品 停 止等 の措 置 に 至る 前 の 問題 解決 を 目 指し て 、 販売 事業 者
様が 、 可 能な 限 り 自ら 出品 ア カ ウン ト に 関連 する 問 題 を解 決 で きる よう 支
援しています。  

例えば、弊社の取組には、以下のようなものがあります。  

(ⅰ)  規約遵守状況に関する透明化・可視化  

弊社では、販売事業者様向けに、法令や規約違反に関する情報を含む
アカウントの健全性についてお知らせするダッシュボードをセラーセ
ントラル上に設けています。このダッシュボードは、販売事業者様が、
ご自身のアカウントに関する健全性を把握し、出品停止等の措置が行
われる前に自ら問題を解決する機会を提供することを目的としていま
す 。 前 年 度 中 に 行 っ た 見 直 し に は 、 以 下 の よ う な も の が あ り ま
す 。  

  規約遵守状況の定量化（「アカウント健全性評価」のリニューアル）  

2023 年 9 月に、弊社では、販売事業者様への規約違反や出品停止
等の措置の可能性等に関してさらに透明性のある情報を提供すべく、
「アカウント健全性評価」の機能をリニューアルしました。このリ
ニューアルにより、販売事業者様は、0 から 1,000 までの色分けさ
れた数値（スコア）により、Amazon の一定の規約等を遵守してい
ないことを理由としたアカウントの停止を含め、ご自身の規約等の
遵守状況をリアルタイムでより分かりやすくご確認いただけるよう
になりました。  

これにより、販売事業者様は、出品停止等の措置の可能性やポリシ
ー違反にさらに積極的に対処し、出品停止等の措置を回避するため
に迅速に対応することができます。なお、販売事業者様には、「ア
カウント健全性評価プログラムポリシー」や関連ヘルプページにお
いて、スコアの読み方及び改善方法に関する詳細な説明も併せて提
供しています。  

さらに、2024 年 4 月より、一定の高いスコアを維持し、有効な緊
急連絡先をご登録済みの大口出品プランをご利用いただいている販
売事業者様には、「アカウント健全性アシュアランス」という追加
のサービスを導入しました。このプログラムでは、対象となる販売
事業者様にアカウント停止につながるおそれのある問題が発生した
場合、不測のアカウント停止を回避するため、担当者からその販売
事業者様に連絡をとり、問題とその対応方法について説明していま
す。  
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(ⅱ)  出品停止等の措置を回避するための、トレーニングを受けた担当者に
よる個別サポート  

弊社では、アカウント健全性を所管する部署によるトレーニングを受
けた担当者が、大口出品プランをご利用いただいている販売事業者様
に電話で連絡を取り、出品アカウントにおける問題や、関連する規約
などについて説明したうえで、原因の特定や解決を支援しています。
また、大口出品プランをご利用いただいている販売事業者様用のアカ
ウントの健全性を表示するダッシュボードには、「今すぐ電話が欲し
い」ボタンが実装されており、販売事業者様は、当該ボタンをクリッ
クすることにより、担当者から連絡を受け、アカウント健全性に関す
るご質問等についてサポートを受けることもできます。これにより、
販売事業者様は、出品停止等の措置を受ける前に、自ら違反に対応す
ることができます。  

(ⅲ)  迅速な問題解決のための LINE による追加通知  

弊社では、2023 年 4 月より、販売事業者様のアカウントが停止され
る場合、販売事業者様がより早く問題を認識し、解決のために対応す
ることができるよう、既存の電子メールによる通知やセラーセントラ
ル上の「パフォーマンス通知」によるお知らせのほかに、LINE によ
る通知を開始しています。  

(ｃ)  出品停止等の措置における一貫性・公平性及び正確性の担保  

(ⅰ)  一貫性・公平性確保のための独立した措置担当専門部署の設置  

Amazon は、お客様や販売事業者様等を詐欺や不正利用から守ること
により信頼性の高いお取引の場を提供し、販売事業者様に十分な支援
を行うことを目的とした「ワールドワイド・セリング・パートナー・
サービス」（以下「WSPS」といいます）という出品停止等の措置を
担当する専門の部署を設けています。利益相反を防止し、販売事業者
様に対する公平性を確保するために、WSPS は、Amazon 出品サービ
スや直販事業を担当する事業組織とは独立した別組織として構成され
ています。  

(ⅱ)  詳細な手順書による一貫性・公平性及び正確性の担保  

出品停止等の措置にあたっては、措置の一貫性・公平性及び正確性を
担保するため、その実施について具体的に記載した手順書を作成して
います。手順書の策定にあたっては、販売事業者様、お客様、知的財
産権者、及びその他関係者の利益を適切に保護していることを確認す
るために、WSPS のマネジメントチームの担当者が精査、承認を行い
ます。  
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(ⅲ)  全面実施前の試験的導入による措置の正確性の確認  

販売事業者様への新しい措置の導入にあたっては、措置を実施するた
めの条件が想定どおりに機能し、十分なレベルの正確性（措置の対象
となる販売事業者様や商品が適切であるかどうかを含みます）を満た
していることを確認するため、本格的な実施前に試験や段階的な導入
を行い、その結果や担当チームからの社内フィードバックに基づき、
必要に応じて実施条件を変更しています。これらに基づき十分なレベ
ルの正確性が確認できない場合は、措置の実施を見送っています。な
お、出品停止等の措置を担当するチームに対しては、特定の措置の導
入前にトレーニングを行うとともに、定期的なトレーニングも行って
います。  

(ⅳ)  措置の正確性向上のための上席への相談機会の確保  

試験的導入等により十分なレベルの措置の正確性が確認できた場合、
正式に措置が導入されます。措置の担当者は、原則として手順書に記
載された判断基準等に従って措置を行うかどうかを判断しますが、実
際に措置を行うか否かの判断にあたり、用意した手順書だけでは措置
を講じるべきかの判断がつかない場合、担当者には、より豊富な経験
と知識を有する上席に相談するよう研修を行っています。また、既存
の手順書のみでは、措置を講じるべきかの基準が不明瞭であると判断
された場合には、手順書自体の見直しも行っています。  

(ⅴ)  措置の必要性及び妥当性の評価  

また、販売事業者様が弊社の規約等に違反した場合、弊社では、違反
の種類、反復性及び程度（意図的か否か等）、並びに想定される販売
事業者様その他の関係者が受ける措置による影響を勘案して、適切な
措置を行います。場合によっては、販売事業者様に追加情報の提出を
求めています。なお、例えば、違反の程度が重大で、かつ、弊社が販
売事業者様による違反の事実が確実であると考える場合等においては、
直ちに措置を講じることもあります。  

(ⅵ)  措置に対する異議申立てに基づく再調査  

ア  措置を実施したチームによる再調査  

販 売事 業 者 様 か ら出 品 停 止等 の 措 置 に 対し て 異 議申 立 て が あ った
際 には 、 措 置 を 実施 し た チー ム が 再 度 調査 し 、 内容 を 丁 寧 に 検討
し たう え で 、 適 切と 認 め られ る 場 合 に は実 施 前 の状 態 に 回 復 させ
て いま す 。 措 置 に対 す る 異議 申 立 て の 対応 に あ たっ て は 、 迅 速な
対応のために、販売事業者様からのご連絡に対し 24 時間から 48
時 間以 内 に 回 答 する と い う目 標 時 間 を 設定 し て 対応 し て い ま す。
ま た、 事 実 関 係 等が 複 雑 なケ ー ス に つ いて は 、 適切 な 対 応 が行わ
れ るよ う 、 十 分 な経 験 と 能力 を 有 す る シニ ア レ ベル の ア ド バ イザ
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ー が分 析 や 対 応 にあ た り ます 。 異 議 申 立て に 対 応す る 過 程 で 、本
来 措置 を 講 じ る べき で な い場 面 で 措 置 が生 じ 得 るこ と が 確 認 され
た 場合 、 再 発 防 止の た め 、速 や か に 関 係部 署 に 周知 を 行 う と とも
に、その措置の実施条件を更新しています。  

イ  法務部による異議申立ての精査  

異 議 申立 て に 対 す る 弊 社 の 対応 に ご 納 得 い た だ け ない 場 合 、 販売
事 業 者様 は 、 弊 社 に 郵 便 で 連絡 す る こ と も で き ま す。 販 売 事 業者
様 か ら郵 便 で の ご 連 絡 が あ った 場 合 、 日 本 の 法 務 部が 更 な る 調査
を 行 いま す 。 法 務 部 で は 、 異議 申 立 て の 内 容 や 証 拠を 精 査 し 、弊
社 の 措置 が 規 約 や 適 用 法 令 に則 っ た も の で あ る か を確 認 し 、 紛争
が 適 切に 解 決 さ れ る よ う 販 売事 業 者 様 と 協 議 し ま す。 そ の 過 程で
弊 社 の措 置 や 、 販 売 事 業 者 様に よ る 異 議 申 立 て に 対す る 対 応 に不
備 が 確認 さ れ た 場 合 に は 、 措置 を 実 施 し た チ ー ム にそ の 事 実 を共
有 し 、措 置 を 実 施 す る た め の条 件 や 異 議 申 立 て へ の対 応 等 の 見直
しを行います。  

(ⅶ)  措置の実施条件が適切に機能するための措置担当部署による継続的な
定量的モニタリング  

弊社では、出品停止等の各々の措置の実施条件が適切に機能している
かを確認すべく、各々の措置について、WSPSのマネジメントチーム
による精査・承認のもと、一定の指標をモニタリングしています。ま
た、各措置に関する指標や販売事業者様からのご意見等については、
精査された上で定期的にWSPSのマネジメントチームに報告されます。
また、WSPSのマネジメントチームによる精査も定期的に（例えば、
週ごと、月ごと、あるいは四半期ごと）行なっています。  

(ⅷ)  モニタリング結果を踏まえた改善プロセス  

上記の精査の結果を踏まえ、WSPSは、改善に向けての具体的な方策
を立て、各改善策の担当者を決めて改善の進捗を確認しています。ま
た、関連する指標を改善するよう具体的な目標が設定され、各措置の
担当者は、その進捗も管理しています。重大なエラーが確認された場
合 は 、 エ ラ ー の 原 因 を 解 消 す る 施 策 を 確 実 に 実 施 す る た め に 、
Correct ion of  Error（COE）プロセスを活用しています。  

(ⅸ)  措置の正確性に関する定期的な内部監査の実施  

上記 (ⅶ )の措置担当部署によるモニタリングに加え、出品停止等の措
置を実施するチームのアクションや決定は、措置の実施に関与しない
独立した専門の監査チームが定期的に監査しています。当該チームに
よる内部監査には、以下のようなものがあり、当該監査チームは、こ
のような監査の結果を踏まえ、措置等の正確性を高めるための提案を
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措置担当チームに行うことで、出品停止等の措置の運用の改善につな
げています。  

  措置の正確性のモニタリング  

当該監査チームが、措置の正確性及び販売事業者様からの異議申立
てに対する弊社の決定を継続的にモニタリングしています。詳細に
ついては、後記(ⅺ)アをご覧ください。  

  事後的な監査  

出品停止等の措置を講じるべきではなかったと判断されたケースに
ついては、当該監査チームにおいて 1 案件につき 2 名の担当者がそ
れぞれ別個に事後的な確認を行うことによって、原因究明と再発防
止に努めています。  

(ⅹ)  販売事業者様との措置に関するコミュニケーションの改善  

  通知内容の明確化  

出品停止等の措置を実施する際は、措置の目的、措置の内容（対象
となる行為を含みます。）、売上金が留保される場合にはその金額
と留保期間、異議申立てを希望する場合の連絡先などを記載した通
知を販売事業者様にお送りしています。  

  コミュニケーションの文面の精査  

出品停止等の措置を実施する際の文面については、マネジメントチ
ームの適切な者が事前に精査の上承認し、日本の法務部が適用法令
を遵守していることを確認したものを使用しています。この所定の
文面を使用することによって、販売事業者様とのコミュニケーショ
ンの一貫性・公平性を担保し、販売事業者様に対する恣意的な取扱
いを防止しています。  

  異議申立て・問合せ方法の確保及び明確化  

販売事業者様は、弊社からの案内の文面に従って、措置を実施した
チームに直接連絡をとり、異議を申し立てたり、質問したり、問題
解決について相談したりすることができます。  

  コミュニケーションの改善に向けた継続的な見直し  

弊社では、コミュニケーションに用いる文面を定期的に見直し、販
売事業者様に寄り添い、内容が明確であり、かつ実行すべき行為が
分かりやすくなるよう、改善を続けています。  
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(ⅺ)  出品停止等の措置の一貫性・公平性及び正確性並びに売上金留保に関
する追加説明  

ア  措置の正確性及び異議申立てへの対応の迅速性について  

弊社 で は 、出 品 停 止等 の措 置 の 必要 性 及 び妥 当性 を 慎 重に 評 価 し 、
当 該出 品 停 止 等 の措 置 が 、正 当 な 販 売 活動 を 行 う販 売 事 業 者 様に
対 して 与 え る お それ の あ る悪 影 響 を 最 小限 に 止 める た め 、 弊 社の
プロセスを改善するよう日々尽力しています。  

他 方で 、 弊 社 に よる 措 置 の正 確 性 を 担 保す る こ とが 重 要 で あ るこ
と と同 様 に 、 お 客様 、 販 売事 業 者 様 そ の他 の 関 係者 （ ブ ラ ン ドを
含 みま す ） を 不 正行 為 者 によ る 不 正 行 為（ 法 令 違反 行 為 を 含 みま
す） か ら 守る た め には 、迅 速 に 措置 を 講 じる こと も ま た重 要 で す 。
お 客様 と 販 売 事 業者 様 に 安心 し て お 取 引を 行 っ てい た だ け る 環境
を 整備 す る こ と が、 お 客 様、 販 売 事 業 者様 そ の 他の 関 係 者 の 信頼
を 維持 す る た め に不 可 欠 であ り 、 長 期 的に 見 れ ば、 そ の よ う な取
組が 、 販 売事 業 者 様の 事業 機 会 を拡 大 す るこ とに も つ なが り ま す 。  

ま た、 弊 社 に よ る出 品 停 止等 の 措 置 は 、弊 社 ス トア お け る 商 品や
出 品が 法 令 を 遵 守し て い るこ と を 確 保 する た め の取 組 の 一 環 でも
あ りま す 。 弊 社 では 、 弊 社ス ト ア に お ける 商 品 や出 品 に つ い て、
関 係当 局 と 緊 密 に連 携 す ると と も に 、 当該 当 局 から の 出 品 停 止要
請 等に 応 じ て 出 品停 止 等 の措 置 も 講 じ てい ま す 。不 正 行 為 者 は、
あ らゆ る 方 法 で 違反 行 為 を試 み る た め 、弊 社 は 、不 正 行 為 者 が不
正行 為 を 繰り 返 す ため に用 い る 手法 に つ いて 日々 調 査 して い ま す 。  

弊 社は 、 規 約 等 を遵 守 す る販 売 事 業 者 様を 保 護 する こ と が 重 要で
あ ると 考 え て い るた め 、 この よ う な 新 たな 不 正 な手 法 に 対 処 する
た めの プ ロ セ ス を常 に 調 整し て い ま す 。弊 社 で は、 販 売 事 業 者様
か ら出 品 停 止 等 の措 置 に 対し て 異 議 申 立て が あ った 場 合 、 当 該ケ
ー スを 迅 速 に 再 調査 し て おり 、 当 該 措 置を 解 除 して も よ い と 判断
した場合は、可能な限り速やかに措置を解除しています。  

ま た、 弊 社 で は 、弊 社 の 出品 停 止 等 の 措置 の 正 確性 、 及 び 、 弊社
の 出品 停 止 等 の 措置 に 対 する 販 売 事 業 者様 か ら のお 問 合 せ の 解決
まで に か かっ た 時 間を 注意 深 く モニ タ リ ング して い ま す。例 え ば 、
弊 社で は 、 販 売 事業 者 様 から の 異 議 申 立て を 受 けて ア カ ウ ン ト・
出品 の 停 止等 の 措 置が 解除 さ れ た割 合 を 継続 的に 確 認 して い ま す 。
このような異議申立ては、 (a)反対の申立て、すなわち、販売事業
者 様が 、 出 品 停 止等 の 措 置に つ な が っ た問 題 に つい て 承 服 し ない
旨 を、 当 該 問 題 が存 在 し ない こ と を 証 明す る 証 拠（ 新 た な 証 拠を
含む場合もあります）をもって示す場合と、 (b)販売事業者様が、
出 品停 止 等 の 措 置に つ な がっ た 問 題 に つい て 認 める と と も に 、規
約を理解し、今後これを遵守する意向を示す場合の2つの類型に分



21 

かれます。  

弊 社で は 、 当 該 出品 停 止 等の 措 置 に つ なが っ た 問題 が 存 在 し なか
っ たこ と が 確 認 でき た 場 合、 ま た は 、 販売 事 業 者様 が 、 規 約 を理
解 し、 今 後 こ れ を遵 守 す るこ と が で き る旨 を 示 す十 分 な 情 報 を弊
社 に提 供 し た 場 合、 販 売 事業 者 様 に 対 する 出 品 停止 等 の 措 置 を速
やかに解除します。  

ま た、 弊 社 で は 、異 議 申 し立 て へ の 対 応の 迅 速 性に つ い て 、 出品
停 止等 の 措 置 を 実施 す る チー ム に お い てサ ー ビ ス基 準 書 を 整 備し
ており、担当者が、 販 売事業者様からのお 問 合せに対して、24時
間から48時間以内に対応することが定められています。  

イ  売上金の留保措置について  

弊 社で は 、 お 客 様と 販 売 事業 者 様 を 守 るべ く 不 正行 為 者 に 対 処す
る 取組 の 一 環 と して 、 ま た、 商 品 や 行 為を 契 機 とし て 生 じ た リス
クの 重 大 性に 応 じ て、 出品 ア カ ウン ト を 停止 する こ と があ り ま す 。
ア カウ ン ト の 停 止に あ た って は 、 そ の よう な 商 品ま た は 行 為 によ
り 返 品 や 返 金 が 発 生 し た り 、 お 客 様 、 Amazon 、 ま た は そ の 他 の
第 三者 が 損 害 ま たは 責 任 を負 っ た り す る可 能 性 があ る た め 、 当該
ア カウ ン ト の 売 上金 を 留 保し ま す 。 原 則と し て 、こ の 売 上 金 の留
保は90日間 行われます 。もっとも、停止さ れ たアカウントに関 連
し てそ の よ う な リス ク が 継続 し て い る 場合 や 、 調査 を 継 続 す る必
要 があ る 場 合 、 また は 当 該ア カ ウ ン ト が虚 偽 行 為、 詐 欺 的 行 為な
い し 違 法 行 為 、 ま た は Amazon の ポ リ シ ー に 違 反 す る 目 的 で 使 用
さ れ て い る と Amazon が 判 断 し た 場 合 は 、 こ の 期 間 が 延 長 さ れ る
場合があります。  

い ずれ の 場 合 も 、そ の よ うな 行 為 が 行 われ て い なか っ た こ と が確
認できた場合、また は 問題が解決した場合 に は、当該90日の留保
期間内であっても迅速に売上金の留保を解除しています。  

ま た 、 留 保 さ れ る 金 額 に つ い て は 、 最 後 に Amazonか ら 行 わ れ た
送金 後 の アカ ウ ン ト上 の売 上 金 の残 高 に 限ら れま す 。 この 送 金 は 、
通常14日の周期で行われます。  

<上記措置が適切かつ有効と考える理由> 

弊社では、販売事業者様が Amazon の規約をいつでも容易に確認できるよう、
様々な方法を提供しています。また、出品停止等の措置に至る前の問題解決を目
指して、販売事業者様のパフォーマンスをモニタリングするとともに、自ら解決
できるよう支援しています。さらに、措置の一貫性・公平性及び正確性を担保す
るため、措置の実施について具体的に記載した手順書を作成し、措置の実施後も
異議申立ての機会を提供しその内容を再度精査していることから、上記の措置は
効果的であると考えています。  
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なお、前年度において、出品停止等の措置に対する苦情に基づき、申立てを受け
たアカウント又は出品に対する措置の約 30%が解除されましたが、これは異議申
立てのプロセスが適切に機能していることの証左でもあると認識しています。さ
らに、弊社では措置の運用をモニタリングし、改善するための様々な仕組みを構
築しています。前述のとおり、各措置の実施状況は、関連する指標や販売事業者
様のご意見等を含め、WSPS のマネジメントチームにより定期的に精査され、そ
こで必要な改善策や担当者が決められ、その進捗が管理されています。措置の運
用と同様に、販売事業者様への所定のコミュニケーションの文面を定期的に見直
す仕組みも構築しています。  

<令和 5 年度大臣評価において求められている事項への対応> 

(ａ)  提供条件等の開示  

令和 5 年度大臣評価においては、特定デジタルプラットフォーム提供者に
対し て 、販 売 事業 者 様 が関 連 する 規 約を 容 易 に見 つ ける こ とが で き るよ う 、
重要 な 情 報を わ か りや すく 開 示 する 取 組 ・工 夫を 継 続 して 講 じ るこ とが 求
められています（令和 5 年度大臣評価 12-13 頁）。前 述 の とおり、弊社で
は、 販 売 事業 者 様 にと って 関 連 する 規 約 が見 つけ や す く、 か つ 、ご 理解 い
ただきやすくするための現行の取組のほか、2023 年 8 月、販売事業者様向
けに 重 要 な規 約 ・ ポリ シー を 要 約し た 「 出品 ・販 売 に 関す る 重 要な 規約 ・
ポリ シ ー 一覧 」 と 題す るペ ー ジ を公 開 し まし た。 弊 社 は、 当 該 ペー ジに 対
する 販 売 事業 者 様 のア クセ ス や ご意 見 等 をモ ニタ リ ン グす る と とも に、 今
後も 販 売 事業 者 様 が当 該ペ ー ジ を認 識 し やす くな る よ う引 き 続 き尽 力し て
参ります。  

(ｂ)  返品及び返金  

また、令和 5 年度大臣評価においては、販売事業者様のご意見等を踏まえ、
販 売事 業 者 様 の 不満 の 声 が多 い 類 型ご とに 、 (1) 返 品 ・ 返金 の 条 件 、 (2) 返
品・返金の判断権者、及び (3)弊社、販売事業者様及びお客様のそれぞれの
金銭 的 負 担（ 返 送 時の 送料 等 ） に関 し て わか りや す く 整理 ・ 説 明す るこ と
が求められています（令和 5 年度大臣評価 41-42 頁）。前掲の「出品・販
売に 関 す る重 要 な 規約 ・ポ リ シ ー一 覧 」 と題 する ペ ー ジに は 、 返品 及び 返
金について、販売事業者様が FBA と出品者出荷のいずれを使用しているか
に応じて 2 つの類型別に弊社の規約をまとめたもの、及び規約本体と規約
に関するより詳細なヘルプページへの各リンクも掲載しています。  

(ｃ)  アカウント停止・売上金の留保  

さらに、令和 5 年度大臣評価においては、特定デジタルプラットフォーム
提供 者 に 対し て 、 アカ ウン ト 停 止措 置 等 が誤 って い た 場合 の 対 応に 関す る
説明など、令和 4 年度大臣評価で示された取組を更に進めることが求めら
れています（令和 5 年度大臣評価 39 頁）。  
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前記 4.(1)②(c)(16-21 頁)で述べたとおり、弊社においては、措置の一貫
性・ 公 平 性及 び 正 確性 を確 保 す るた め 、 詳細 な手 順 書 の導 入 や 措置 の試 験
的導 入 の 活用 、 手 順書 や販 売 事 業者 様 等 から 異議 申 立 てを 受 け たケ ース に
関す る 改 善に 向 け た継 続的 な 精 査の ほ か 、手 順書 の み では 担 当 者が 判断 で
きな い ケ ース に お ける 措置 関 連 事項 を 上 席に 報告 す る 経路 の 確 保等 に取 り
組ん で い ます 。 ま た、 出品 停 止 等の 措 置 を担 当し た チ ーム は 、 適切 な場 合
には 、 販 売事 業 者 様の 出品 や ア カウ ン ト 等の ステ ー タ スを 可 能 な限 り速 や
かに 措 置 実施 前 の もの に回 復 さ せて い ま す。 さら に 、 措置 対 応 専門 のチ ー
ムと 内 部 監査 チ ー ムが 継続 し て 出品 停 止 等の 措置 の 正 確性 を モ ニタ リン グ
し、 措 置 を講 じ る べき では な か った と 判 断さ れた 場 合 は、 監 査 チー ムが 当
該ケ ー スを 精 査し て 原 因究 明 に努 め 、必 要 に 応じ て 改善 措 置を 提 案 しま す 。  

この ほ か 、前 掲 の とお り、 弊 社 では 、 出 品停 止等 の 措 置の 透 明 性と 予測 可
能性 を 向 上さ せ る ため 、「 ア カ ウン ト 健 全性 評価 」 をリニ ュ ー アル しま し
た（詳細については 4.(1)②(b)(15 頁 )をご覧ください）。  

さら に 、 売上 金 の 留保 が販 売 事 業者 様 に 対す る過 大 な 負担 と な らな いよ う
運用 面 を 改善 す る 旨の 貴省 か ら 特定 デ ジ タル プラ ッ ト フォ ー ム 提供 者に 対
する要請（令和 5 年度大臣評価 39 頁）については、弊社が前記 4.(1)②(c)  
(16-19 頁 )で述べたと おり、売上金の留保の原因となった当初の出品停止
等の 措 置 の適 用 の 妥当 性を 慎 重 に精 査 す るこ とで 、 過 大な 負 担 とな らな い
ようにしています。売上金留保の状況については、4.(1)②(c) (ⅺ )(21 頁 )
で述べたとおりです。  

販売事業者様やお客様の利益を保護しつつ、講じるべきでない措置を極力減らし、
迅速に対応するために、弊社は、出品停止等の措置や異議申立てのプロセスの改
善に引き続き努めて参ります。  

③  告示２．１．１③に関する事項  

<実施している措置> 

特定デジタルプラットフォームの公正性の自主的な向上につながる適切な仕組み
を構築するため、弊社では、以下の措置を実施しています。  

(ａ)  販売事業者様からのお問合せに対応する専門部署の設置  

(ⅰ)  お問合せ窓口（テクニカルサポート）の設置  

弊社では、販売事業者様から寄せられるご意見等は、より良いサービ
スやサポートを提供するための課題の特定・解決に資することから、
非常に大切にしています。販売事業者様は、セラーセントラルを通じ、
24 時間 365 日電子メールで、また毎日午前 9 時から午後 9 時の間は
チャット又は電話で、ご意見等をテクニカルサポートに寄せることが
できます。  
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(ⅱ)  お問合せ窓口（テクニカルサポート）による問題点の共有  

販売事業者様とのコミュニケーションを通じて明らかとなった、販売
事業者様の事業の成長を妨げる問題点を適切に社内で共有できるよう、
テクニカルサポートの担当者にはツールが提供されています。  

(ⅲ)  一貫性及び迅速性確保のための対応  

販売事業者様からのお問合せに対して、一貫性のある、質の高い対応
を 迅 速 に 行 う た め 、 テ ク ニ カ ル サ ポ ー ト の 担 当 者 に は 、 想 定 さ れ る
様々な問合せに対する対応方法を定めた手順書が共有されています。
そして、担当者は、この手順書と遵守すべき対応時間等を定めたサー
ビス基準書に従って対応します。テクニカルサポートの担当者に対し
ては、定期的に監査及びトレーニングを行い、業務への理解の向上に
努めています。  

(ⅵ)  複雑な案件を適切に解決するための仕組み  

通常より時間を要する複雑な案件については、最終的な問題解決まで
の間、販売事業者様に進捗状況を随時報告しています。また、複雑な
問題については、速やかにシニアレベルのアドバイザーに対応が報告
され、適切な解決を目指す仕組みも設けています。こうした対応の結
果は、社内で適切に記録し、今後の改善につなげるためのケーススタ
ディとしても活用しています。  

(ⅴ)  指標等の精査に基づく対応の改善  

上記に加え、弊社では、テクニカルサポートによる対応のさらなる向
上を目指し、販売商品当たりのお問合せ件数や、平均対応時間といっ
た指標をモニタリングしています。こうした指標に加え、やりとりの
中で確認された問題や、販売事業者様によるアンケートへの回答、セ
ラーフォーラム上のコメントなど様々なご意見等が、テクニカルサポ
ートのマネジメントチームによって定期的（例えば、週ごと、月ごと）
に分析・精査されます。そのような精査により、改善すべき点を特定
し、改善のための具体的なアクションや担当者を決定し、定期的に進
捗管理をしながら、改善を実行しています。また、各担当者に対して
は、関連する指標を改善するよう具体的な目標が設定され、その進捗
も管理しています。このようなプロセスにより、販売事業者様へのサ
ービスの品質を継続的に向上させるよう努めています。  

(ｂ)  販売事業者様間のコミュニケーションツール  

弊社 で は 、販 売 事 業者 様間 で も 意見 交 換 や質 問が で き るよ う 、 販売 事業 者
様同士のコミュニケーションの場として、「Amazon セラーフォーラム」
を提 供 し てい ま す 。テ クニ カ ル サポ ー ト では 、セ ラ ー フォ ー ラ ムが 健全 に
運営 さ れ 、ま た 、 弊社 が対 処 す べき 問 題 を発 見し 、 対 応で き る よう 、セ ラ
ーフォーラムを日々モニタリングしています。  
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(ｃ)  販売事業者様とのコミュニケーションに基づく運営改善のメカニズム  

継続 的 な 運営 改 善 のた め、 弊 社 では 、 社 内外 の意 見 等 に基 づ く 改善 にも 重
点を 置 い てい ま す 。以 下で は 、 弊社 で 構 築し てい る 改 善メ カ ニ ズム の一 例
を紹介します。  

(ⅰ)  専門チームによる改善プログラム（「Kaizenイニシアチブ」）  

販売事業者様からのお問合せへの対応を改善するための専門チームが、
販売事業者様からのお問い合わせに関する社内からの実際の相談事例
を踏まえ、これらのお問い合わせに関する問題を分析し、弊社の現行
の 運 営 で 改 善 す べ き 点 が あ る か を 検 討 す る 「 Kaizenイ ニ シ ア チ ブ 」
というプログラムを設けています。  

(ⅱ)  ヘルプページの継続的なモニタリングと見直し  

弊社では、ヘルプページに対する販売事業者様の満足度をモニタリン
グし、継続的にヘルプページの見直しと改善を行っています。  

(ⅲ)  改善に向けた事業部門へのご意見等の共有（「Voice-of-Sel l ing- 
Partnerプログラム」）  

テクニカルサポートでは、販売事業者様の満足度の向上のために発足
した専属チームが事業部門から販売事業者様のご意見等を集約・保存
し、事業部門とともに改善点を分析し、改善のための措置を講じるこ
と が で き る よ う 、 Voice-of-Sel l ing-Partner プ ロ グ ラ ム と い う 取 組
を実施しています。プログラムの一環として、上記専属チームによる
販売事業者様のご意見等の分析結果は、関連する事業部門の担当者に
も共有され、販売事業者様からお寄せいただいた問題点を解決し、お
問合せを減らすための改善や、サービスの品質向上に役立てられます。
また、テクニカルサポートの担当者間の知識差をなくし、対応につい
ての理解を向上させるためにも、販売事業者様のご意見等は活用され
ています。さらに、それらのご意見等は、テクニカルサポートのマネ
ジメントチームが定期的に精査し、改善すべき点を特定し、そのため
の具体的なアクションや担当者を決定し、定期的にその進捗を管理し
ています。  

(ⅳ)  問題解消のための社内提案メカニズム（「Gemba プログラム」）  

弊社では、問題解消のための継続的な改善メカニズムの一環として、
現場レベルの社内担当者から改善を提案できる仕組みも取り入れてい
ます。具体的には、例えば、現行のプロセス、サービスや規約等に分
かりにくいなどといった問題により、担当者や販売事業者様が必要な
対応を行うことができず、結果的に販売事業者様の販売体験が損なわ
れている場合があります。そこで、弊社では、販売事業者様からのお
問合せに対応するなかで見つかったそのような問題を特定し、専門チ
ームが、それらの問題の根本原因を検証し、様々なプロセス及び商品
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の担当者やグループと協力して問題を解消するための改善を実施しま
す。  

(ⅴ)  販売事業者様のご意見等に基づく改善事例  

弊社では、前記の運営改善のプログラムなど、弊社で実施している仕
組みを通じ、販売事業者様とのコミュニケーションや販売事業者様の
ご意見等から明らかになったことを集約・活用しています。前年度中
に、販売事業者様のご意見等を受けて弊社が実施した具体的な取組に
は、以下のようなものがあります。  

  手数料カテゴリーの説明の拡充  

Amazonでは、規約に基づき、販売事業者様が販売する商品に適
用される手数料カテゴリーをAmazonが定めるところ、販売事業
者様からのご意見等を受け、各商品に適用される手数料の透明性
を高めるため、「手数料カテゴリーのガイドライン」という新た
なガイドラインを2024年5月に公表しました。このガイドライン
において、各手数料カテゴリーに関する具体的な商品例を幅広く
掲載することで、販売事業者様が自らの出品に対していずれの手
数料カテゴリーが適用されるのか、従前よりも容易にご確認いた
だけるようになっています。さらに、販売事業者様が出品する商
品に対する手数料のカテゴリーの変更にあたっては、販売事業者
様に適切な通知が送られるよう、現在プロセスを確認・見直して
います。  

  返品を精査するための社内の確認経路の見直し  

弊社では、販売事業者様のご意見等や社内でのフィードバックを
受 け 、 FBA を 利 用 し て 出 荷 さ れ た 商 品 の 返 品 に あ た り お 客 様 が
「欠陥品・不良品」を選択された場合における当該返品理由の妥
当性を精査するための確認経路を見直し、お問い合わせ担当者に
周知しました。このようなケースに関し、この確認経路を見直し
たことにより、販売事業者様から依頼があった際は、当該担当者
が関係するチームに報告し、報告を受けたチームが当該ケースを
精査することによって、返品理由が適切だったかを確認すること
が容易になりました。  

  販売事業者様の満足度に基づくヘルプページの改善  

前記 (ⅱ )のとおり、弊社では、ヘルプページに対する販売事業者
様の満足度をモニタリングする取組を継続的に行っています。前
年度においては、この取組に基づき、ヘルプページの説明の論理
的な流れを改善したり、説明を簡潔化したりするなど、26のヘル
プページを見直しました。  

  Voice-of-Sel l ing-Partnerプログラムに基づくその他様々な改
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善  

o  出 品 停 止 等 の 措 置に 関 す る 弊 社 か ら の 重要 な メ ー ル に 気がつ
か な かっ た と の 販 売 事 業 者 様の ご 意 見 等に 基 づ き 、弊 社 で は 、
販 売 事業 者 様 宛 て の 所 定 の 電子 メ ー ル 等の 文 面 を 再度 見 直 し 、
一 部 の 電 子 メ ー ル等 に お い て 件 名 に ［ 重要 ］ と い っ た 具 体的
な 文 言や 必 要 な 対 応 が 明 記 され て い な か っ た も の につ い て は、
当 該 記 載 を 補 う こと に よ り 、 販 売 事 業 者様 が 電 子 メ ー ル等を
見逃さずに必要な対応を採ることができるようにしました。  

o  販 売 事 業 者 様 が 、商 品 ペ ー ジ に 画 像 や 映像を 追 加 す る こ とで
商 品 を よ り 詳 細 に紹 介 で き る 機 能 に 基 づき 、映 像 コ ン テ ンツ
を 申 請 さ れ た ケ ース に お い て 、 映 像 コ ンテ ン ツ が却 下 さ れた
理 由 が 明 確 で な いと の ご 意 見 等 に 基 づ き、 現 行 の 通 知 を 見直
し 、 却 下 の 理 由 に関 す る 説 明 を 充 実 さ せる と と も に 、 販 売事
業 者 様に よ る 修 正 が 必 要 な 箇所が 目 立 つ よ う に 工 夫し ま し た 。  

<上記措置が適切かつ有効と考える理由> 

弊社では、販売事業者様がご意見等を弊社に伝えるための様々な手段を提供して
いることに加え、それらのご意見等やテクニカルサポートの対応に関する指標を
記録し、マネジメントチームとともに精査し、改善点を特定し、具体的なアクシ
ョンごとに担当者を決め、その進捗を管理する様々な仕組みを構築しています。
そのため、販売事業者様に対する公正性を向上させるために、上記の措置は効果
的であると考えています。  

<令和 5 年度大臣評価において求められている事項への対応>  

販売事業者様との相互理解を促進させるための手続・体制（定量的な実績及び取
組の実効性を示す具体例）  

令和 5 年度大臣評価においては、特定デジタルプラットフォーム提供者が実施す
る改善の取組の実効性に関し、具体例等を交えて外部から検証できるような形で
自社の取組を説明することが求められています（令和 5 年度大臣評価 21 頁）。
本報告書においては、弊社の取組の実効性をより良くご理解いただけるよう、販
売事業者様のご意見等に対応するために弊社が実施している改善の取組の具体例
を紹介しています。この例としては、前記 4.(1)③(c)(v)(26 頁)に記載した「手
数料カテゴリーのガイドライン」の公表やヘルプページの見直しなどがあります。
このほか、「出品・販売に関する重要な規約・ポリシー一覧」と題するページの
作成・公開や「アカウント健全性評価」のリニューアル（4.(1)②(b)(15 頁)をご
覧ください）も、弊社の公正性や販売事業者様のご理解を深め、販売事業者様の
アカウント健全性や弊社での成長の維持を支援するための取組の具体例です。  

販売事業者様に弊社のサービスによりご満足いただけるよう、販売事業者様のご
意見等に耳を傾け、引き続き改善に努めて参ります。  
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（２）告示２．２に示された方向性を実現するために講じた措置の具体的な内容及
び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由  

①  告示２．２．１①に関する事項  

<実施している措置>  

弊社では、苦情及び紛争の原因を適切かつ迅速に調査し、それらの苦情および紛
争を適切かつ迅速に処理・解決するため、以下の措置を実施しています。  

(ａ)  出品停止等の措置担当部署による苦情への対応   

(ⅰ)  異議申立てに基づく迅速な再調査  

出品停止等の措置については、上記 4.(1)② (c)(ⅵ)(17-18 頁 )のとお
り、措置を実施したチームが販売事業者様からの異議申立てを受け付
け、内容を精査した上で再調査・検討を行い、必要に応じて販売事業
者様の出品やアカウント等のステータスを措置の実施前のものに回復
しています。各チームは、速やかに苦情に対応するよう、販売事業者
様からのご連絡に対し 24 時間から 48 時間以内に回答するという目標
時間を設定しています。また、複雑なケースについては、適切に対応
できるよう、十分な経験及び能力を有するシニアレベルのアドバイザ
ーが対応にあたります。  

(ⅱ)  トレーニングプログラム、相談経路等の改善のための見直し  

また、弊社では、手順書に記載のないケースや販売事業者様とのコミ
ュニケーション上の問題が生じているケースにより適切に対処するこ
とができるよう、当該各担当者へのトレーニングプログラムの見直し
を行うとともに、販売事業者様からの出品停止等の措置に関するお問
合せや異議申立てに関して、担当者から上席への相談経路も見直して
います。  

(ⅲ)  措置の実施条件等の改善のための見直し  

さらに、販売事業者様からの苦情の精査を通じて弊社が措置を講じる
べきではなかったと判断した場合、再発防止に向けて速やかにその措
置の実施条件等を見直しています。  

(ｂ)  お問合せ窓口（テクニカルサポート）による迅速かつ一貫性ある対応  

弊社では、上記４ . (1)③ (24 頁 )のとおり、販売事業者様からのお問い合わ
せに 対 し て一 貫 性 をも って 迅 速 に質 の 高 い対 応を 行 う ため 、 テ クニ カル サ
ポー ト の 担当 者 は 、手 順書 に 基 づき 、 遵 守す べき 対 応 時間 等 を 定め たサ ー
ビス 基 準 書に 従 っ て対 応し て い ます 。 ま た、 テク ニ カ ルサ ポ ー トは 、問 題
を解 決 す るた め 、 必要 に応 じ 、 法務 部 や コン プラ イ ア ンス チ ー ムな ど他 の
部署とも連携しています。  
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<上記措置が適切かつ有効と考える理由> 

告示２．２．１②に関する事項と合わせて記載していますので、4.(2)② (30 頁 )
をご覧ください。  

<令和 5 年度大臣評価において求められている事項への対応> 

告示２．２．１②に関する事項と合わせて記載していますので、4.(2)② (30-31
頁)をご覧ください。  

②  告示２．２．１②に関する事項  

<実施している措置>  

苦情及び紛争に関する情報を有効に利用して特定デジタルプラットフォームの提
供に関する運営を改善するため、弊社では、以下の措置を実施しています。  

(ａ)  出品停止等の措置に関する改善の取組  

出品停止等の措置については、上記 4.(1)②(c)(16-19 頁 )のとおり、販売
事業 者 様 から の 苦 情の 検討 等を 通じ て 、 弊社 が措 置 を 講じ るべ きで はな か
った と 判 断し た 場 合に は、 再 発 防止 に 向 けて 速や か に その 措 置 の実 施条 件
等を 更 新 して い ま す。 また 、 措 置の 正 確 性の 向上 に 向 けた 継 続 的な 取組を
行う な ど 、出 品 停 止等 の措 置 を 実施 し た 後に おい て も 業務 の 改 善を 行う 仕
組 み を 設 け て い ま す 。 加 え て 、 出 品 停 止 等 の 措 置 を 実 施 す る チ ー ム は 、
COE プロセス等によって課題や原因を特定し、業務改善を実施しています。
さら に 、措 置 を実 施 す るチ ー ムの 決 定を 独 立 した チ ーム が 定期 的 に 監査 し 、
業務の改善を図っています。  

(ｂ)  サービスやプロセスに関する改善の取組  

テクニカルサポートへのお問合せについては、上記４ . (1)③(a)(24 頁)のと
おり 、 対 応に 関 連 する 指標 や 販 売事 業 者 様の ご意 見 等 を通 じ て 明ら かに な
った 課 題 につ い て 、マ ネジ メ ン トチ ー ム が定 期的 に 分 析・ 検 討 し、 改善 策
や具 体 的 なア ク シ ョン と担 当 者 を決 め 、 進捗 を管 理 し てい ま す 。ま たテ ク
ニカ ル サ ポー ト は 、事 業部 門 が 改善 を 進 める こと が で きる よ う 、販 売事 業
者様 の ご 意見 等 に より 発覚 し た 問題 点 に つい て、 担 当 する 事 業 部門 に情 報
共有を行っています。  

また、令和 5 年度大臣評価において言及のあった、同一の商品詳細ページ
において複数の販売事業者様が出品を行う仕組み（令和 5 年度大臣評価 43
頁） に 関 して は 、 弊社 では 、 真 正な 商 品 の詳 細ペ ー ジ に偽 造 品 に関 連す る
否定 的 な レビ ュ ー が投 稿さ れて いる こ と が確 認さ れ た 場合 な ど 、弊 社の ポ
リシ ー に 沿わ な い レビ ュー が 掲 載さ れ た 場合 には 、 そ のよ う な レビ ュー を
当該ページから削除するようプロセスを構築しています。令和 5 年度大臣
評価 を 受 け、 該 当 する プロ セ ス が、 確 実 かつ 迅速 に 実 行さ れ る よう 再確 認
しています。  
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なお、令和 5 年度大臣評価において同じく言及のあった商品詳細ページの
変更・修正（令和 5 年度大臣評価 43 頁）に関しては、当該商品を出品して
いる 販 売 事業 者 様 は、 セラ ー セ ント ラ ル 上の 在庫 管 理 ペー ジ か ら変 更・ 修
正を 提 案 する こ と がで き、 具 体 的な 手 順 はセ ラー セ ン トラ ル の ヘル プペ ー
ジに 掲 載 して い ま す。 変更 ・ 修 正を提 案 する 販売 事 業 者様 が ブ ラン ドオ ー
ナー で な い場 合 は 、商 品詳 細 ペ ージ へ の 変更 案を 裏 付 ける 証 拠 を提 出す る
必要 が あ りま す 。 複数 の販 売 事 業者 様 か ら変 更の 提 案 があ っ た 場合 は、 弊
社の ガ イ ドラ イ ン に基 づき 、 当 該商 品 に 関す る記 載 と して 最 良 のも のを 採
用し 、 商 品ペ ー ジ に掲 載し ま す 。弊 社 で は、 この よ う なプ ロ セ スを 採る こ
とに よ り 、商 品 詳 細ペ ージ の 情 報の 正 確 性を 担保 し 、 お客 様 や 販売 事業 者
様からの信頼維持に努めています。  

<上記措置が適切かつ有効と考える理由> 

弊社では、苦情を一貫して迅速に処理するために、適切な手順書やサービス基準
を設けるとともに、様々な指標を用いて対応の品質を精査し、改善につなげてい
ます。また、テクニカルサポートのマネジメントチームは定期的に指標や販売事
業者様のご意見等を精査し、改善点を特定し、改善に向けての具体的なアクショ
ンと担当者を決め、その進捗を適切に管理しています。  

<令和 5 年度大臣評価において求められている事項への対応> 

苦情処理及び紛争解決  

令和 5 年度大臣評価においては、特定デジタルプラットフォーム提供者が、苦情
処理・紛争解決に係る取組の客観的な評価に資する情報を積極的に開示すること
が求められています（令和 5 年度大臣評価 29 頁）。弊社では、定期報告書にお
いて、苦情・紛争の件数及びその解決に要した平均時間など、法に基づき開示が
義務付けられている情報に加えて、販売事業者様にご納得していただける形で苦
情を処理したケースの割合を開示しています。  

このほか、令和 5 年度大臣評価においては、特定デジタルプラットフォーム提供
者が、販売事業者様の苦情を分析し、結果を踏まえて継続的に運営改善を図って
いくことが求められています（令和 5 年度大臣評価 30 頁）。弊社では、苦情、
紛争その他のお問合せ及びその内容に関する定量的なデータをモニタリングして
その原因を分析するとともに、弊社の現行のメカニズムを改善する余地がないか
検討しています（前記４ . (1)③ (a)(24 頁 )をご覧ください）。さらに、貴省及び
公益社 団法 人日 本通信 販売協 会（ JADMA ）様 と継続 的に 連携 し、そ れぞれ に寄
せられた販売事業者様からのご意見等に耳を傾け、これを関係者と共有すること
で、弊社の運営改善に活用しています。このようなコミュニケーションや分析に
基づく実際の改善事例として、「手数料カテゴリーのガイドライン」を導入した
ことが挙げられます（詳細については４ .(1)③(c)(v)(26 頁)をご覧ください）。  

さらに、前記 4. (2)② (b)(30 頁 )でご説明したとおり、同一の商品詳細ページに
おいて複数の販売事業者様が出品を行う仕組み（令和 5 年度大臣評価 43 頁）に
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関する令和 5 年度大臣評価（同 46 頁）を受け、現在、弊社では偽造品に関する
レビューの取扱いに関する現行の運用を見直しています。  

今後も販売事業者様から頂いたご意見等をより効果的に活用し、処理時間や業務
の正確性などの改善を推進して参ります。  

（３）告示２．３に示された方向性を実現するために講じた措置の具体的な内容及
び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由  

①  告示２．３①に関する事項  

<実施している措置>  

弊社では、特定デジタルプラットフォーム提供者が社外関係者と緊密に連絡を取
るために国内において必要な業務の管理を行う者（以下「国内管理人」といいま
す。）を選任し、コンプライアンス担当専門チームを設置しています。  

国内管理人の選任及びコンプライアンス担当専門チームの設置  

弊社では、法に基づき特定デジタルプラットフォーム提供者に指定された後、速
やかに国内管理人を選任し、その指揮下にコンプライアンスを担当するチームを
編成しました。国内管理人と同チームは日本に所在し、Amazon 出品サービス等
に関連する特定の法令遵守を職責としています。  

次頁の図は、弊社において国内管理人とコンプライアンスチームが果たす役割の
概要を示したものです。  

 

コンプライアンスチームは、Amazon 出品サービスや直販事業を担当する事業組
織とは別組織として構成されている WSPS の一部であり、日本国内外の他の社
内関係者と連携して、販売事業者様に対する透明性・公正性を高め、販売事業者
様の Amazon.co . jp における販売体験を向上させるために様々なプロジェクトを
主導しています。貴省や JADMA 様など外部関係者とのコミュニケーションや協

*  

* グ ロ ー バ ル リ ー ダ ー シ ッ プ を 含 む 。  
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議を通じて明らかとなった課題を調査し、業務の改善に繋げることも活動の一環
です。  

加えて、同チームは、社内の関連するマネジメントチームとの定例会議を実施し、
法の遵守状況を確認するとともに、販売事業者様への透明性・公正性を高めるた
めに必要な改善やその進捗を把握・検討しています。  

<上記措置が適切かつ有効と考える理由> 

告示２．３②に関する事項と合わせて記載していますので、4.(3)② (34 頁 )をご
覧ください。  

<令和 5 年度大臣評価において求められている事項への対応> 

告示２．３②に関する事項と合わせて記載していますので、4.(3)② (34 頁 )をご
覧ください。  

②  告示２．３②に関する事項  

<実施している措置>  

弊社では、社外関係者とのコミュニケーションの管理及び当該コミュニケーショ
ンを通じた特定デジタルプラットフォームの提供に関する運営の改善に関して、
国内管理人が適切な調整を行うことができるよう、以下の措置を実施していま
す。  

(ａ)  社内関係者との連携の推進  

弊社 で は 、法 を 遵 守す るた め に 、国 内 管 理人 が、 必 要 に応 じ て 関連 する 業
務の 改 善 を適 切 に 主導 でき る 仕 組み を 構 築し てい ま す 。例え ば 、国 内管 理
人は 、 販 売事 業 者 様か ら寄 せ ら れた ご 意 見等 に対 応 す るチ ー ム と連 携し 、
販売 事 業 者様 と 弊 社と の間 の 相 互理 解 を さら に深 め 、 より 効 果 的な コミ ュ
ニケ ー シ ョン を 実 現す るた め の 指導 を 行 いま す。 ま た 、出 品 停 止等 の措 置
に問 題 が 発覚 し た 場合 には 、 そ の原 因 や 販売 事業 者 様 の事 業 の 成長 を妨 げ
る問 題 を 把握 し 、 透明 性・ 公 正 性の 向 上 に向 けた 解 決 策に 取 り 組ん でい ま
す。  

前年 度 中 に国 内 管理 人 とコ ン プ ライ ア ンス チ ーム が 実 施し た 取組に は以 下
のようなものがあります。  

  改善に向けた社内関係者との毎月の定例会議  

販売事業者様からのご意見等の最新動向や販売事業者様に関する今後の
取組・サービスを把握するとともに、販売事業者様に対する運営の改善
に向けた担当者へのフィードバックを行うため、テクニカルサポートな
ど、複数の社内関係者との定例会議を毎月開催しています。  
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  コミュニケーションの改善のためのお問合せ窓口（テクニカルサポート）
の担当者に対する必須トレーニングの実施  

日常的に販売事業者様とやり取りを行うテクニカルサポート担当者など
に対して、2023 年に研修を実施しました。本研修は、令和 4 年度大臣
評価の内容を含め、弊社の販売事業者様とのやり取りに関する貴省及び
JADMA 様からのフィードバックを担当者と共有し、販売事業者様との
コミュニケーションの質を改善するために担当者全員で取り組むように
すること、及び社内における実際の改善事例を共有することを目的とし
たものです。  

  運営やコミュニケーションを改善するためのセラーフォーラムのモニタ
リング  

テクニカルサポートによる現行のモニタリングに加えて、コンプライア
ンスチームも、セラーフォーラムで議論されているトピックに何らかの
傾向がないか、また、弊社の運営や販売事業者様とのコミュニケーショ
ンを改善する余地がないかを確認するため、セラーフォーラムでの販売
事業者様からのご意見等のモニタリングを実施しています。  

(ｂ)  貴省及び JADMA 様との連携の確立  

(ⅰ)  JADMA 様との緊密な連携  

国内管理人及びコンプライアンスチームは、 JADMA 様においてデジ
タルプラットフォーム取引相談窓口が設置されて以来、 JADMA 様と
の密接な関係を構築してきました。具体的には、 JADMA 様の相談窓
口に寄せられた販売事業者様のご意見等を伺い、また、 JADMA 様に
おける Amazon の規約の理解促進のための会議を定期的に実施してい
ます。JADMA 様から弊社の課題について指摘があった際には、速や
かに関連部署と連携し、必要に応じて原因の特定と改善措置の実施を
推進するとともに、弊社から JADMA 様への対応結果の共有なども行
っています。  

(ⅱ)  貴省との積極的な連携  

ま た 、 国 内 管 理 人 及 び 同 チームは、貴省が収集した販売事業者様の
ご意見等について、渉外本部や法務部とともに積極的に貴省と協働し
ています。 JADMA 様に寄せられた販売事業者様のご意見等と同様に、
速やかに社内の関連部署と連携して弊社における課題を把握し、原因
を特定し、必要に応じて是正措置の実施を行っています。  

(ⅲ)  貴省及び JADMA 様に寄せられたフィードバックに基づき実施した改
善事例  

弊社では、貴省及び JADMA 様に寄せられたものを含め、販売事業者
様からのご意見等を受けて、各商品に適用される手数料の透明性を高
めるために「手数料カテゴリーのガイドライン」という新たなガイド
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ラインを公表しました（詳細については４ . (1)③ (c)(v)(26 頁)をご覧
ください）。  

<上記措置が適切かつ有効と考える理由> 

上記のとおり、国内管理人の選任とそのチームの設立により、既存の仕組みに加
えて、更に業務を見直し、改善を推進するための新たな仕組みが追加されました。
同チームは、 JADMA 様と協力関係の構築・強化を進めており、JADMA 様や貴
省から提供された販売事業者様のご意見等を通じて明らかとなった課題の改善に
も取り組んでいます。  

<令和 5 年度大臣評価において求められている事項への対応> 

販売事業者様との相互理解を促進するための手続・体制  

令和 5 年度大臣評価においては、全ての特定デジタルプラットフォーム提供者に
おいて、関係者（販売事業者様を含みます）とのコミュニケーションを担う国内
管理人が、運営改善に向けた中心的な役割を果たしていくことが重要とされてい
ます（令和 5 年度大臣評価 21 頁）。上記で詳述したとおり、弊社では、国内管
理人が、社内外の関係者と積極的にやり取りをする際のハブとして、販売事業者
様への対応に関するご意見等を取り上げ、それらに基づき弊社の運営の品質改善
を推進しています。  

今後も、販売事業者様に対する透明性・公正性の向上のため、収集した情報をよ
り効果的に活用できるよう改善を進めて参ります。  

（４）告示２．４に示された方向性を実現するために講じた措置の具体的な内容及
び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由  

①  告示２．４．１①に関する事項  

<実施している措置>  

弊社では、販売事業者様のご意見その他の事情を理解するため、以下の措置を実
施しています。  

(ａ)  販売事業者様にご意見等をお寄せいただくための各種経路の提供  
上記４ . (1)② (c)(ⅹ )(19 頁)と③ (24 頁)のとおり、弊社では、販売事業者様
が弊 社 に 問合 せ や 異議 申し 立 て を容 易 に 行う こと が で きる よ う 、様 々な 手
段を提供しています。  

(ⅰ)  出品停止等の措置に対する異議申立て  

出品停止等の措置が講じられた場合、販売事業者様に異議申立ての手
段を提供し、また、弊社からの通知においてその手段が分かりやすく
伝わるようにしています。  

(ⅱ)  お問合せ窓口（テクニカルサポート）へのお問合せ  

販売事業者様は、電子メール、チャットや電話により、テクニカルサ
ポートにお問合せをすることができます。  



35 

(ⅲ)  販売事業者間のコミュニケーションツール  

弊社では、弊社のサービスについて販売事業者様同士でコミュニケー
ションすることができるセラーフォーラムを提供しています。また、
更なる改善のために検討すべき問題を把握するため、セラーフォーラ
ムを通じて寄せられた販売事業者様のご意見等を弊社でもモニタリン
グしています。  

(ｂ)  販売事業者様のご意見等を把握するためのその他の仕組み  

さら に 、 弊社 で は 、様 々な イ ベ ント や セ ミナ ーを 開 催 し、 販 売 事業 者様 が
オン ラ イ ン又 は 対 面で 参加 し て 、ご 意 見 等を お寄 せ い ただ け る よう にし て
います。また、弊社では、JADMA 様と定期的な会議を実施したり、貴省と
協働したりすることで、 JADMA 様や貴省に寄せられた販売事業者様のご意
見等の把握に努めています。  

<上記措置が適切かつ有効と考える理由> 

告示２．４．１②に関する事項と合わせて記載していますので、下記 4.(4)②を
ご覧ください。  

②  告示２．４．１②に関する事項  

<実施している措置>  

弊社では、販売事業者様のご意見その他の事情を踏まえて、販売事業者様に対し
て適切な対応を行うとともに、当該事情を特定デジタルプラットフォームの提供
に関する運営改善の端緒として有効に利用する適切な仕組みを構築するため、以
下の措置を実施しています。  

上記４ . (4)① (34-35 頁 )で述べた、これらの方法を通じて寄せられた販売事業者
様のご意見等は、前記４ . (1)③(a)(24 頁)で説明したとおり、Amazon の課題を
把握し改善するために、速やかにかつ定期的に検討・分析しています。  

<上記措置が適切かつ有効と考える理由> 

弊社では、販売事業者様がご意見等を弊社に伝えるための様々な手段を提供して
いることから、上記の措置は効果的であると考えています。また、テクニカルサ
ポートの業務について指標を用いてモニタリングし、販売事業者様から寄せられ
るご意見等についてもマネジメントチームとともに定期的に精査しています。そ
のような精査を通して、改善すべき点を特定し、具体的なアクションごとに担当
者 を 決 め 、 そ の 進 捗 を 確 認 す る メ カ ニ ズ ム を 構 築 し て い ま す 。 販 売 事 業 者 様 が
Amazon のサービスにより満足できるよう、お寄せいただいたご意見等に耳を傾
け、引き続き運用の改善を推進して参ります。   

（５）その他法第７条第１項の規定に基づき講じた措置に関する事項  

上記４ . (3)② (b)(33-34 頁)のとおり、弊社では、JADMA 様に寄せられる販売事業
者様のご意見等を伺い、そこで指摘された課題に対応するために JADMA 様との定
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期的な会議を実施するなど、協力関係を構築しています。また、貴省に寄せられる
販 売 事 業 者 様 の ご 意 見 等 を 理 解 す る た め に 、 貴 省 と も 協 働 し て い ま す 。 貴 省 や
JADMA 様を通じて提供される販売事業者様のご意見等に感謝するとともに、そこ
から明らかになる課題について適切に対応するため、今後も貴省及び JADMA 様と
の協力関係を強化して参ります。  
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５．  法第９条第１項第２号から第４号までに掲げる事項について自ら行っ
た評価に関する事項  

（１）法第９条第１項第２号に掲げる事項について自ら行った評価に関する事項 

①  出品停止等の措置に関する苦情及び紛争を解決するための措置  

(ａ)  措置を実施したチームによる再調査  

出品停止等の措置に関する苦情については、４ . (1)② (c) (ⅵ )(17-18 頁 )の
とお り 、 販売 事 業 者様 から の 異 議申 立 て を受 領次 第 速 やか に 、 措置 を実 施
した チ ー ムが 異 議 の内 容を 丁 寧 に検 討 し ています 。 そ して 、 販 売事 業者 様
の出 品 や アカ ウ ン ト等 のス テ ー タス を 、 措置 実施 前 の もの に 回 復さ せる べ
きか 再 度 精査 ・ 検 討し 、適 切 な 場合 に は 可能 な限 り 速 やか に 回 復さ せて い
ます 。 そ の過 程 で 本来 措置 を 講 じる べ き でな い場 面 で 措置 が 生 じ得 るこ と
が確 認 さ れた 場 合 、再 発防 止 に 向け て 速 やか にそ の 措 置の 実 施 条件 等を 修
正しています。  

(ｂ)  マネジメントチームによる定期的な精査及び監査  

弊社 で は 、措 置 を 行う にあ た っ て一 貫 性 と正 確性 の 担 保に 努 め てお り、 マ
ネジ メ ン トチ ー ム によ る定 期 的 な精 査 と 改善 措置 の 実 施を 通 し て、 透明 性
と公正性の改善を図っています。  

(ｃ)  法務部による異議申立ての精査  

異議 申 立 てに 対 す る弊 社の 対 応 にご 納 得 いた だけ な い 場合 等 に は、 販売 事
業者 様 は 、弊 社 に 郵便 で連 絡 す るこ と も でき ます 。 こ れら の 郵 便に つい て
は、 日 本 の法 務 部 が対 応し て お り、 異 議 申立 ての 内 容 や証 拠 を 精査 し、 弊
社の 措 置 が妥 当 で あっ たか 否 か を判 断 し ます 。弊 社 で はこ の 段 階で 適切 に
紛争 を 解 決し 、 法 的な 紛争 解 決 手続 を 経 るこ とな く 弊 社に て 不 備を 確認 し
た措置を是正できるように努めています。  

②  その他の苦情及び紛争を解決するための措置  

(ａ)  電子メール、チャット又は電話によるご意見等の受付  

販売事業者様からの一般的なお問合せについては、上記４ . (1)③ (24 頁 )の
とお り 、 販売 事 業 者様 がご 意 見 等を 弊 社 に伝 える た め の様 々 な 手段 を提 供
して い ま す。 ま た 、販 売事 業 者 様の 事 業 の成 長を 妨 げ る問 題 を 理解 し業 務
の改 善 に 活用 す る ため 、寄 せ ら れた ご 意 見等 を定 期 的 に精 査 し 、解 決策 を
策定し、その進捗を管理しています。  

(ｂ)  対応品質のモニタリング及び改善  

弊社 で は 、様 々 な 指標 に基 づ い てお 問 合 せに 対す る 対 応品 質 を モニ タリ ン
グし 、 改 善す べ き 点が ある 場 合 には 具 体 的に 必要 な ア クシ ョ ン を特 定し 、
担当 者 を 決め 、 そ の進 捗を 管 理 して い る とい う点 か ら も、 改 善 のた めの 措
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置が 効 果 的で あ る と考 えて い ま す。 弊 社 では 、引 き 続 き販 売 事 業者 様か ら
のご意見等に耳を傾け、苦情や紛争対応の改善に努めて参ります。  

③  令和 5 年度大臣評価において指摘された問題・課題及び当該問題・課題への
対応  

アカウント停止・売上金の留保  

令和 5 年度大臣評価においては、特定デジタルプラットフォーム提供者に対して、
アカウント停止措置や措置が誤っていた場合の対応についての説明など、令和 4
年度大臣評価で示された取組をより更に進めることが求められています（令和 5
年度大臣評価 39 頁）。  

前記 ４ . (1)②(c)(16-21 頁 )で 述べ た とお り、 弊社 にお い ては 、措 置 の一 貫性 ・
公平性及び正確性を確保するため、詳細な手順書の導入や措置の試験的導入の活
用、手順書や販売事業者様等から異議申立てを受けたケースに関する改善に向け
た継続的な精査のほか、手順書のみでは担当者が判断できないケースにおける措
置関連事項を上席に報告する経路の確保等に取り組んでいます。また、出品停止
等の措置を担当したチームは、適切な場合には、販売事業者様の出品やアカウン
ト等のステータスを可能な限り速やかに措置実施前のものに回復させています。
さらに、措置対応専門のチームと内部監査チームが継続して出品停止等の措置の
正確性をモニタリングし、措置を講じるべきではなかったと判断された場合は、
監査チームが当該ケースを精査して原因究明に努め、必要に応じて改善措置を提
案します。  

なお、令和 5 年度大臣評価における説明の要請を踏まえ、4.(1)②(c)(ⅺ) (20-21
頁 )に おい ては 、弊 社に よる措 置の 一貫 性・ 公 平性及 び正 確性 並び に 売上金 留 保
に関し、関連する数値も交えて追加で説明しています。このほか、弊社では、出
品停止等の措置の透明性と予測可能性を向上させるため、「アカウント健全性評
価」をリニューアルしました（詳細については 4.(1)② (b)(15 頁)をご覧くださ
い）。  

弊社は、今後も継続して措置の一貫性・公平性及び正確性の改善に取り組んで参
ります。  

（２）法第９条第１項第３号に掲げる事項について自ら行った評価に関する事項 

①  販売事業者様に規約をご確認及びご理解いただくための取組  

弊社では、販売事業者様及びお客様に弊社の規約をご理解いただけるよう明確か
つ 平 易 な 表 現 を 用 い る こ と に 努 め て い ま す 。 お 客 様 向 け の 規 約 は 全 て
Amazon.co . jp 上で、販売事業者様向けの規約は全てセラーセントラルで閲覧で
き、いずれも知りたい内容がどこに掲載されているか直感的に分かるよう整理し
て表示され、検索できるようになっています。  
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②  出品停止等の措置の詳細な検討  

弊社による出品停止等の措置が、法が定める開示義務の例外に該当するかどうか
を判断するにあたっては、その判断に適切な根拠があることを確認するため、日
本の法務部を中心に丁寧かつ詳細に検討を行い、合理的な理由があることを確認
しています。  

販売事業者様とのコミュニケーションの内容や、法の例外規定に基づき販売事業
者様への開示なしに措置を実施する場合の判断の妥当性については、引き続き改
善・検討に努めて参ります。  

③  令和 5 年度大臣評価において指摘された問題・課題及び当該問題・課題への
対応  

(ａ)  提供条件等の開示  

令和 5 年度大臣評価においては、特定デジタルプラットフォーム提供者に
対し て 、販 売 事業 者 様 が関 連 する 規 約を 容 易 に見 つ ける こ とが で き るよ う 、
重要 な 情 報を わ か りや すく 開 示 する 取 組 ・工 夫を 継 続 して 講 じ るこ とが 求
められています（令和 5 年度大臣評価 12-13 頁）。前述のとおり、弊社で
は、 販 売 事業 者 様 にと って 関 連する 規 約 が見 つけ や す く、 か つ ご理 解い た
だきやすくするための現行の取組のほか、2023 年 8 月、販売事業者様向け
に重 要 な 規約 ・ ポ リシ ーを 要 約 した 「 出 品・ 販売 に 関 する 重 要 な規 約・ ポ
リシ ー 一 覧」 と 題 する ペー ジ を 公開 し ま した 。弊 社 で は、 当 該 ペー ジに 対
する 販 売 事業 者 様 のア クセ ス や ご意 見 等 をモ ニタ リ ン グす る と とも に、 今
後も 販 売 事業 者 様 が当 該ペ ー ジ を認 識 し やす くな る よ う引 き 続 き尽 力し て
参ります。  

また、令和 5 年度大臣評価における販売事業者様への規約の明確化に係る
要請（令和 5 年度大臣評価 13 頁）に関しても、販売事業者様に弊社の規約
をよ り 良 くご 理 解 いた だく た め 、現 在 、 その 内容 を 改 善す る こ とに 取り 組
んで い ま す。 販 売 事業 者様 に と って 規 約 をさ らに 分 か りや す く する ため の
取組の例として、上 記 ４ . (1)③(c)(v )(26 頁 ) において、販売事業 者 様のご
意見 等 を 反映 し た 「手 数料 カ テ ゴリ ー の ガイ ドラ イ ン 」の 公 表 や、 弊社 ヘ
ルプページの継続的なモニタリング・見直しについてご説明しています。  

(ｂ)  返品及び返金  

また、令和 5 年度大臣評価においては、販売事業者様のご意見等を踏まえ、
販 売事 業 者 様 の 不満 の 声 が多 い 類 型ご とに 、 (1) 返 品 ・ 返金 の 条 件 、 (2) 返
品・返金の判断権者、及び (3)弊社、販売事業者様及びお客様のそれぞれの
金 銭 的 負 担 (返 送 時の 送 料 等 ) に 関 し て 分 かり や す く 整 理 ・ 説 明 す る こ と が
求められています（令和 5 年度大臣評価 41-42 頁）。「出品・販売に関す
る重 要 な 規約 ・ ポ リシ ー一 覧 」と題 す る ペー ジに は 、 返品 及 び 返金 につ い
て、販売事業者様が FBA と出品者出荷のいずれを使用しているかに応じて
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2 つの類型別に弊社の規約をまとめたもの、及び規約の本文と規約に関する
より詳細なヘルプページへの各リンクも掲載しています。  

上記以外にも、本報告書の該当箇所においては、弊社の様々な取組が機能してい
ることを外部から検証できるよう、改善を促進するための弊社の様々な取組が機
能していることを示す実例も紹介しています。  

（３）法第９条第１項第４号に掲げる事項について自ら行った評価に関する事項 

①  販売事業者様に対する有用な情報の提供  

上記４ . (1)② (a)(13 頁 )のとおり、弊社では、販売事業者様が適切に販売活動を
管理できるよう、セラーセントラルを設けています。セラーセントラルでは、販
売事業者様がご自身のアカウントの健全性を確認し、パフォーマンス改善を図る
ためのダッシュボードなど様々なツールを提供しています。販売事業者様が遵守
すべき規約についても、全てセラーセントラルでいつでも閲覧可能です。  

また、ヘルプページや Amazon 出品大学というセルフラーニングのツールを提
供し、販売事業者様が弊社の規約への理解を深め、弊社のサービスを有効活用し
事業の成長を導くための情報を掲載しています。  

②  販売事業者様とのコミュニケーション  

(ａ)  相互理解の促進のための様々なコミュニケーション手段の提供  

さらに、弊社では、販売事業者様がご意見等を弊社に伝えるための様々な
手段を提供しています。寄せられたご意見等は、販売事業者様の事業の成
長を妨げている問題を理解し、解決策を策定するために活用し、業務の改
善につなげています。さらに弊社では、様々なイベントやセミナーを開催
しており、販売事業者様はオンライン又は対面で参加し、ご意見等を弊社
に伝えることができます。  

(ｂ)  貴省及び JADMA 様に寄せられたご意見等の改善のための活用  

また、弊社では、貴省及び JADMA 様に寄せられた販売事業者様のご意見
等を理解するために、貴省及び JADMA 様と協力関係を構築してきました。
この よ う な協 力 関 係を 通じ て 得 られ た ご 意見 等に つ い ては 、 明 らか にな っ
た課題に対処するために、評価と分析を行い改善につなげています。  

今後も弊社サービスへの理解促進、そして一層のサービス改善に活かすため、販
売事業者様のご意見等の傾聴に努めて参ります。  

③  令和 5 年度大臣評価において指摘された問題・課題及び当該問題・課題への
対応  

(ａ)  販売事業者様との相互理解を促進させるための手続及び体制  

販売 事 業 者様 と の 相互 理解 の 促 進に 関 す る問 題・ 課 題 及び こ れ に対 応す る
た め の 弊 社 の 取 組 に つ い て は 、 同 様 の テ ー マ に 関 し て 述 べ た 前 記５ . (3)②
をご覧ください。  



41 

(ｂ)  Amazon 出品サービスに関するその他の指摘事項  

令和 5 年度大臣評価においては、弊社の手数料カテゴリー、同一の商品詳
細ページにおいて複数の販売事業者様が出品を行う仕組み（令和 5 年度大
臣評価 43 頁）、及び商品の販売価格に関して、早急な対応を行うとともに、
販売 事 業 者様 か ら 相談 ・苦 情 等を受 け た 場合 は、 丁 寧 な説 明 や 真摯 な対 応
を行うことが求められています（令和 5 年度大臣評価 46 頁）。  

(ⅰ)  手数料カテゴリーについて  

上記４ . (1)③(a)(24 頁 )で述べたとおり、弊社 では、販売事業者様か
らのお問合せをモニタリングするとともに、必要に応じて適切な改善
措置を特定・実施しています。実際に、手数料カテゴリーについては、
「手数料カテゴリーのガイドライン」を導入し、各商品に適用される
手 数 料 の さ ら な る 透 明 性 の 向 上 を 図 り ま し た （ 詳 細 に つ い て は
４ . (1)③ (c)(v)(26 頁 )をご覧ください）。  

(ⅱ)  同一の商品詳細ページにおいて複数の販売事業者様が出品を行う仕組
みについて  

また、４ . (2)②(b)(30 頁)のとおり、令和 5 年度大臣評価において言
及のあった同一の商品詳細ページにおいて複数の販売事業者様が出品
を行う仕組みに関しては、弊社では、真正な商品の詳細ページに偽造
品に関連する否定的なレビューが投稿されていることが確認された場
合など、弊社のポリシーに沿わないレビューが掲載された場合には、
そのようなレビューを当該ページから削除するようプロセスを構築し
ています。令和 5 年度大臣評価を受け、該当するプロセスが、確実か
つ迅速に実行されるよう再確認しています。  

(ⅲ)  商品の販売価格について  

商品の販売価格に関する令和 5 年度大臣評価でのコメントについては、
2023 年にモニタリング・レビューのプロセスのなかでご説明したと
おり、販売事業者様の出品がおすすめ出品となるか否かは、配送スピ
ード、販売事業者様のカスタマーサービス、在庫状況など、他の多く
の要因によって決定されるものであり、価格設定のみによって決定さ
れるわけではありません。おすすめ出品に関するこれらの主要な考慮
要素については、販売事業者様にもセラーセントラル上でご説明して
います。  

なお、Amazon では、お客様にご購入の興味を持っていただくために、
競争力のある価格が設定されていない出品については、販売事業者様
が、「価格見直し推奨商品タブ」をご参照いただくことにより、価格
の見直しを容易に行うことができるよう、販売事業者様の販売活動を
サポートしています。  
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（４）特定デジタルプラットフォームの事業の運営実態を踏まえ、透明性及び公正
性の観点から特に留意して講じた措置に関する事項がある場合は、当該事項
及びその評価  

弊社では、貴省や JADMA 様に寄せられた販売事業者様のご意見等を伺い、内容を
検討・分析し、サービス改善に向けた取組を説明する定例会議、臨時会議を開催す
るなど、貴省及び JADMA 様と緊密な協力関係を構築しています。今後も弊社のサ
ービスへの理解促進、そして一層のサービスの改善に活かすため、引き続き販売事
業者様のご意見等を伺う機会を拡大して参ります。  

（５）その他法第９条第１項第２号から第４号までに掲げる事項について自ら行っ
た評価に関する事項  

法第９条第１項第２号から第４号までに掲げる事項について弊社が自ら行った評価
及び本報告書に記載した事項は、国内管理人、弊社代表者、WSPS、テクニカルサ
ポート、渉外本部、法務部などの社内関係者の検討に基づくものです。  

以上  
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別紙 1：継続して当該特定デジタルプラットフォームを利用する商品等提供利用者に対す
る当該特定デジタルプラットフォームの提供の拒絶（全部拒絶除く。）：その内容及び理
由（法 5 条 3 項 2 号）  
[法令違反の商品等の販売を禁止する制限対象商品の規約に基づく、出品停止に関する通
知]  
 
商品削除のお知らせ  
平素は  Amazon をご利用いただき、ありがとうございます。  
以下の該当商品は、当サイトの商品ページから削除されました。  
 
ASIN：[該当する商品コード ]  
商品名： [該当する商品名]  
[通知内容]  
[報告書注：通知内容の一例 :  この商品は、特定小型原動機付自転車として特定されたた
め、削除されました。   
Amazon では、制限対象商品規約に違反する商品の販売及び掲載を禁止しております。詳
細は、こちらの規約をご参照ください：
https://sel lercentral .amazon.co. jp/gp/help/external/G200164410]  
 
この措置がとられた理由：  
上記の商品は  Amazon.co. jp での販売が禁止されています。出品者様には、出品する商品
がすべての適用法令や規制、および Amazon のポリシーに準拠していることをご確認いた
だく責任があります。  
 
出品者様で必要なご対応：  
-  上記の ASIN のいずれかが、フルフィルメント by Amazon（以下「FBA」）をご利用い
ただいている場合は、直ちに上記 ASIN の在庫の返送依頼を行い、出品者様が指定する配
送先に返品手続きを完了してください。本通知の受領後 30 日以内にこの手続きが完了さ
れていない場合は、Amazon サービスビジネスソリューション契約およびフルフィルメン
ト  by Amazon サービス条件に基づき、Amazon が処分いたしますのでご留意ください。
FBA のポリシーの詳細については、  h ttps://sel lercentral-
japan.amazon.com/gp/help/201030350 および  ht tps://sel lercentra l-
japan.amazon.com/gp/help/200140860 をご確認ください。  
-  本通知の受領後 48 時間以内に、出品者様が出品されている商品を確認し、適用法令や規
制、および Amazon のポリシーに抵触する商品は、出品を終了、削除、または非表示にし
ていただきますようお願いいたします。こちらは、上記の商品も含みます。  
なお、制限対象商品の出品を停止中(在庫切れ)ステータスへ変更しても、その出品が適用
法令や規制、および Amazon のポリシーに適合していることにはなりません。Amazon
により誤って制限対象商品と判定されたとお考えの場合は、その商品の出品を終了した状
態で、テクニカルサポートへご連絡ください。  
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上記をご対応いただけない場合：  
すべての制限対象商品について適切に出品を終了または削除されなかった場合には、出品
用アカウントが閉鎖され、売上が恒久的に留保される場合があります。  
 
Amazon からのサポート：  
Amazon の制限対象商品のポリシーについてご不明な点がある場合は、以下のリンクをご
確認ください。  
ht tps://sel lercentral .amazon.co. jp/gp/help/200164330 
ht tps://sel lercentral .amazon.co. jp/gp/help/200832300 
 
この通知を誤って受信された場合：  
-  上記の商品が Amazon での販売が許可されているものだとお考えの場合は、出品者様が  
Amazon の制限対象商品に関する規約に違反していないことを示す証拠や文書などを、テ
クニカルサポート  (ht tps://sel lercentral .amazon.co . jp/cu/contact-us) までお送り
いただきますようお願いいたします。内容について調査いたします。  
-  ご不明な点につきましては、テクニカルサポートへご連絡いただく前に  
ht tps://sel lercentral .amazon.co. jp/gp/help/201743940 をご確認ください。  
 
ご利用のアカウントのパフォーマンスについては、
https://sel lercentral .amazon.co. jp/performance/dashboard?reftag=ah_em_rp 
からご確認いただけます。また、ご利用の iOS デバイスまたは Android デバイスで、
Amazon 出品アプリのホーム画面から「アカウント健全性」を選択する方法でもご確認い
ただけます。アカウント健全性ダッシュボードには、Amazon に出品するために必要なパ
フォーマンス指標やポリシーに対して、出品者様のアカウントでどれだけの実績を上げら
れているかが表示されます。  
-  iOS アプリのダウンロード：https://i tunes .apple.com/jp/app/amazon-
sel ler/ id794141485?mt=8  
-  Android アプリのダウンロード：
https://play.google .com/store/apps/detai ls?id=com.amazon.sel lermobi le .andro
id&hl=ja  
 
今後とも、Amazon.co . jp をよろしくお願いいたします。  
 
Amazon Serv ices 

 

  



45 

別紙 2：商品等提供利用者に対する当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として
特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払の留保：そ
の内容及び理由（法 5 条 3 項 3 号）  
[法令違反の商品等の販売を禁止する制限対象商品の規約に基づく、アカウント停止に関す
る通知） ]  
 
[店舗名 ]  様、平素は  Amazon をご利用いただき、誠にありがとうございます。  
 
Amazon サービスビジネスソリューション契約の第  3  項に従って、ご利用の  
Amazon.co . jp 販売パートナーアカウントは停止されました。出品者様の出品情報は削除
されました。「売上金の留保に関するポリシー」に従い、この問題が解決するまでの間、
出品者様への売上の振り込みは行われませんが、出品者様のアカウント残高はそのままと
なります。  
ht tps://sel lercentral .amazon.co. jp/gp/help/external/G9RA9LYBJ3QP27M6  
 
この措置が講じられた理由  
Amazon での販売が禁止されている商品を出品されていたため、今回の措置を講じまし
た。Amazon で販売する商品については、適用される法律および  Amazon のポリシーを
すべて遵守していただく必要があります。詳しくは、「制限対象商品」をご覧ください。  
ht tps://sel lercentral .amazon.co. jp/gp/help/200164330  
 
以下は、出品者様が出品している制限対象商品の例ですが、これらに限定されません。  
[報告書注：弊社では、個別の商品に対する出品停止措置を行うにあたって、販売事業者様
が出品している商品のうちどの商品が制限対象商品に該当するかを別途通知しています。
そのため、本通知においては、あくまでも販売事業者様が出品している商品の中で制限対
象商品に該当する商品の一部を例示的に挙げるに留めています。また、販売事業者様は、
セラーセントラル上の出品管理ページで、違反しているすべての出品を確認することがで
きます。 ]  
 
ASIN：[該当する商品コード ]  
商品名： [該当する商品名]  
[該当する制限対象商品のポリシー]  
[報告書注：制限対象商品に関するポリシーの一例：該当商品は「水銀」が検出されていま
す。水銀は毒性が強いため、化粧品等に含有することは禁止しています。Amazon では、
この成分を含む商品の販売及び販売するための掲載を禁止しています。]  
 
現在の出品情報は、セラーセントラルのメインページでドロップダウンメニューの「在
庫」の上にマウスポインターを合わせてから、「全在庫の管理」をクリックするとご確認
いただけます。  
 
サポートが必要な場合  
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さらにサポートが必要な場合は、以下のページよりお問い合わせいただけます。  
ht tps://sel lercentral .amazon.co. jp/cu/contact-us  
 
アカウントが誤って停止された場合  
本メールの情報に誤りがあり、これらの商品は  Amazon での販売を許可されているとお考
えの場合は、「アカウント健全性」ページ上部にあるバナーから「アカウントを再アクテ
ィブ化」をクリックして、その旨の説明をご提出ください。  
https://sel lercentral .amazon.co. jp/performance/dashboard?reftag=ah_em_rp  
 
その説明には、以下の情報を含めてください。  
--  ご利用のアカウントが  Amazon の制限対象商品ポリシーに違反していないことについ
ての説明。  
--  ご利用のアカウントが  Amazon の「制限対象商品」ポリシーに準拠していることを示
す証拠。  
 
ご利用のアカウントにおいて  Amazon の「制限対象商品」ポリシーへの違反が確認された
場合、ご利用のアカウントは停止されたままとなります。  
 
必要な情報をご提供いただけない場合、アカウントは停止されたままとなります。  
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別紙 3：商品等提供利用者に対する当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として
特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払の留保：そ
の内容及び理由（法 5 条 3 項 3 号）  
[偽造品及びブランド保護の規約に基づく、アカウント停止に関する通知 ]  

 
[店舗名 ] 様、平素は  Amazon をご利用いただき、誠にありがとうございます。  
 
Amazon サービスビジネスソリューション契約の第  3  項に従って、ご利用の  Amazon 出
品用アカウントは一時的に停止されました。出品者様の出品情報は削除されました。  
 
この問題が解決されるまで出品者様への振り込みは留保されますが、出品者様のアカウン
トに係る残高はそのままとなります。現時点での未払い残高は [未払い残高の金額 ]円で
す。アカウントステータスによってこの金額は変わる可能性があります。  
 
この措置が講じられた理由  
本  E メールの末尾に記載された商品の真贋の問題に関するご連絡が、購入者より寄せられ
ました。安心してお買い物をしていただくために、Amazon は「真贋に関するご連絡があ
った商品」の問題を重く受け止めております。Amazon では、偽造商品の販売は固く禁じ
られています。  
 
偽造商品の販売に関する  Amazon のポリシーについて詳しくは、以下のセラーセントラル
ヘルプページをご覧いただけます。  
--「Amazon 偽造品の取り組み」  
ht tps://sel lercentral .amazon.co. jp/gp/help/201165970  
--  「プログラムポリシー」  
ht tps://sel lercentral .amazon.co. jp/gp/help/521  
--  「Amazon サービスビジネスソリューション契約」  
ht tps://sel lercentral .amazon.co. jp/gp/help/1791  
 
アカウントを再アクティブ化する方法  
出品用アカウントを再アクティブ化するには、以下の情報をお送りいただきますようお願
いいたします。  
以下に記載した  ASIN について、過去  365 日以内に仕入れ先から発行された請求書また
は領収書の写し。  
--  これらの書類は、過去  365 日間の出品者様の売上高と対応している必要があります。  
--  仕入れ先企業の詳細  (企業の名前、電話番号、住所、ウェブサイトなど)  をご記載くだ
さい。Amazon から仕入れ先に連絡し、提出書類について確認させていただく場合がござ
いますのでご了承ください。当サイトでは出品者様の仕入れ先情報の機密性維持に努めて
おります。  
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-- 価格情報は削除していただいてかまいませんが、それ以外の情報は明示されている必要
があります。確認しやすいように、審査中の  ASIN を強調表示したり丸で囲ったりしてい
ただけますと幸いです。  
 
 
ご提出いただくファイルは、.pdf、 . jpg、 .png、 .g i f  のいずれかの形式でお送りくださ
い。これらの書類は、正本であり、改変されていないものである必要があります。  
 
 
必要な情報の提出方法  
この情報を提出するには、セラーセントラルの「アカウント健全性」ページ上部にあるバ
ナーの指示に従ってください。  
https://sel lercentral .amazon.co. jp/performance/dashboard?ref=ah_em_pq  
 
必要な情報をご提出いただけない場合  
17 日以内にご提供いただけない場合、または申し立てが  2  回不調になった場合  (いずれ
かが先に発生した時点で )、出品者様のアカウントは完全に無効になる可能性があります。  
この決定に対する異議申し立てが不調の場合は、出品者様へのお支払いが引き続き保留さ
れ、真贋に関するご連絡があった商品の  FBA 在庫はすべて、出品者様の負担で廃棄され
ます。  
 
サポートが必要な場合  
申し立ての提出については、以下のセラーセントラルヘルプページをご覧ください。  
ht tps://sel lercentral .amazon.co. jp/gp/help/200370560  
 
出品用アカウントが誤って停止された場合  
商品の真贋についての問題に関するご連絡が不当である、または誤って寄せられたもので
あるとお考えの場合は、上記の「必要な情報の提出方法」の手順に従って、その件に関す
る見解をお知らせいただければ、出品者様の懸念点  (競合する  Amazon 出品者によって問
題がねつ造されたなど)  について  Amazon が調査いたします。  
 
-----------------------------  
ASIN：[該当する商品コード ]  
商品名： [該当する商品名]  
-----------------------------  
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別紙 4：商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件の変
更：その内容及び理由（法 5 条 4 項 1 号）  
[返品期間の延長に関する通知 ]  
 
2023 年 10 月 5 日  
【重要】  2023 年 11 月・12 月購入の Amazon 直販および FBA 商品における返品期間の
延長について  

 
Amazon.co . jp では、昨年末にも実施したとおり、2023 年の年末期間中において返品可能
な期間を延長する予定です。具体的には、2023 年 11 月 1 日～12 月 31 日に購入された
Amazon 直販および FBA 商品について、通常は商品到着から 30 日以内としている返品可
能な期間を、翌年 1 月 31 日までに延長します。お客様によりよい購入体験を提供し、商
戦期の集客を強化することで、販売事業者様の中長期的な事業成長をサポートすることを
目指す取り組みです。  
 
販売事業者様に設定変更などの作業を行っていただく必要はございません。何卒ご理解、
ご協力のほどお願い申し上げます。  
 
なお、昨年の年末商戦期間にも返品期間の延長を実施しましたが、前年に比べ返品の増加
はみられませんでした。  
 
また、販売事業者様がご自身で出荷する商品については、返品期間の延長は販売事業者様
の任意となります。  
 
返品期間延長の対象商品：  
 
Amazon 直販または FBA 商品で、「返品・交換の条件」に基づき、通常商品到着から 30
日以内に返品できる商品。  
 
返品期間の延長の内容：  
 
2023 年 11 月 1 日～12 月 31 日の間に購入された対象商品は、一律で 2024 年 1 月 31 日
まで返品が可能になります。開封や使用の有無に基づく返金条件など、返品期間以外のル
ールは通常と変更ありません。また、2024 年 1 月 1 日以降に購入された商品について
は、標準的な 30 日間の期間に戻ります。  
 
詳しくは、FBA の購入者返品ポリシーをご覧ください。  
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別紙 5：商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件の変
更：その内容及び理由（法 5 条 4 項 1 号）  
[制限対象商品に関するポリシーの改定に関する通知 ]  

 
2023 年 6 月 16 日  
【重要】制限対象商品（自動車・モビリティ製品）ポリシー改定のお知らせ  

 
2023 年 7 月 3 日を発効日として、に関する制限対象商品ポリシーが新たに追加されま
す。また、関連するポリシーの改正により、公道で合法的に運転できないモビリティ製品
の販売も制限されます。2023 年 6 月 16 日から 8 月 15 日までの 2 か月間は猶予期間とし
て設定されます。  
 
制限対象商品ヘルプページ内の「自動車・モビリティ製品」に 2023 年 7 月 3 日を発効日
として修正がなされます。本修正の主な理由は、新たな車両区分「特定小型原動機付自転
車」を定める改正道路交通法及び改正道路運送車両法に準拠するためです。  
 
本修正により、特定小型原動機付自転車は禁止商品となります。その他、公道走行不可の
車両についても、2023 年 6 月 16 日から 8 月 15 日までの二か月間の猶予の後、禁止商品
とする修正が加えられます。公道走行不可の商品を販売している出品者は、当該猶予期間
中に売り切るか、FBA を利用している場合は返送リクエストを出してください。  
 


